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Ⅰ 租税特別措置等に係る政策評価の概況 

１ 租税特別措置等に係る政策評価の枠組み 

  (1) 租税特別措置等（特定の行政目的の実現のために税負担の軽減・繰延べを行うものに限る。）に係る政策評価の枠組みは、

以下のとおりとされている（図1参照）。 

     ア 事前評価 

① 法人税、法人住民税又は法人事業税関係の租税特別措置等の新設、拡充又は延長要望については、事前評価を行わなけ

ればならないとされている（行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成13年法律第86号）第9条並びに行政機関が行う

政策の評価に関する法律施行令（平成13年政令第323号）第3条第7号及び第8号）。 

② その他の税目関係の租税特別措置等の新設、拡充又は延長要望については、積極的かつ自主的に事前評価を行うよう努

めるものとされている（「政策評価に関する基本方針」（平成17年12月16日閣議決定。以下「基本方針」という。）Ⅰ4キ）。 

 

     イ 事後評価 

① 法人税、法人住民税又は法人事業税関係の租税特別措置等に係る政策については、必ず基本計画（同法第6条の規定に基

づき各行政機関が定める基本計画をいう。）に事後評価の対象として明記することとされている（基本方針Ⅰ5カ(ｱ)）。 

② その他の税目関係の租税特別措置等に係る政策については、積極的かつ自主的に事後評価の対象とするよう努めるもの

とされている（基本方針Ⅰ5カ(ｱ)）。 

 

  (2) 租税特別措置等に係る政策評価を円滑かつ効率的に実施するため、その内容、手順等の標準的な指針を示す「租税特別措置

等に係る政策評価の実施に関するガイドライン」（平成22年5月28日政策評価各府省連絡会議了承。以下「ガイドライン」とい

う。）が策定されている。 

   各行政機関は、ガイドラインに基づき、所要の租税特別措置等に係る政策評価を実施し、各行政機関における検討作業や政

府における税制改正作業に有用な情報を提供することが求められる。 

    また、ガイドラインⅡ6（総務省による客観性担保評価活動）においては、「総務省行政評価局は、各行政機関が実施した政

策評価の結果を対象として、その客観性及び厳格性についての点検を実施する。点検結果については、毎年度の税制改正作業

に対し、適時に提供する」とされている。 
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図1 租税特別措置等に係る政策評価の対象範囲 

 

２ 租税特別措置等に係る政策評価の実施状況 

令和3年度税制改正要望に際し、原則、令和2年10月12日までに総務大臣に送付された租税特別措置等（租税特別措置法（昭和

32年法律第26号）又は地方税法（昭和25年法律第226号）以外の法律により規定されるものを含む。）に係る政策の評価書（共同

要望で主管省庁ではない事項に係る事前評価書を除く。）は、9行政機関で計95件あった（表1参照）。 
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表1 各行政機関における政策評価実施件数 

行政機関名 

事前評価 

事後評価 合計 義務付け対象 努力義務 

対象 新設 拡充 延長 拡充・延長 計 

内閣府 0 0 7 0 7 0 0 7 

金融庁 2 1 0 0 3 0 4 7 

総務省 1 0 0 1 2 0 0 2 

厚生労働省 1 0 4 0 5 2 2 9 

農林水産省 0 0 3 0 3 0 14 17 

経済産業省 2 0 8 3 13 13 5 31 

国土交通省 0 1 8 0 9 0 9 18 

環境省 0 0 0 0 0 0 1 1 

防衛省 0 0 0 0 0 3 0 3 

合 計 6 2 30 4 42 18 35 95 

 

（注） 「国交06 マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴う税制上の所要の措置」については、税制改正要望書及び評価書上は要望区分の記載がない

が、要望の内容を踏まえ、便宜上、「拡充」に計上している。 
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Ⅱ 点検結果の概況 

１ 点検対象・点検方法 

総務省（行政評価局）は、毎年度、各行政機関が実施した租税特別措置等に係る政策評価を点検しており、令和2年度の点検で

は、各行政機関に実施が義務付けられている法人税、法人住民税又は法人事業税に関係する租税特別措置等に係る事前評価42件

を点検することとした。 

点検に当たっては、ガイドラインにおいて評価書に記載が求められている項目の中から、政策目的の実現に向けた手段として

の「有効性」に重点を置き、点検項目「(1)達成目標」、「(2)過去の適用数」、「(3)将来の適用数」、「(4)過去の減収額」、

「(5)将来の減収額」、「(6)過去の効果」及び「(7)将来の効果」を設定した（図 2参照）。 

点検は、政府全体で進められているＥＢＰＭ（エビデンスに基づく政策立案）の取組も踏まえ、設定した(1)～(7)の各項目に

ついて、適切な論理関係及び客観的なデータに基づき分析・説明されているかを中心に行うこととし、分析・説明の内容が不十

分と思われる点については、点検プロセスにおいて各行政機関に補足説明を求め、それでも改善が見られなかった場合、その点

を課題として指摘することとした。その結果は、Ａ～Ｅの 5段階に分類して表すこととした（表 2参照）。 

 

図2 点検項目 
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表2 段階（Ａ～Ｅ）の考え方 

段階 考え方 分析・説明の有無 定量化の有無
十分な算定根拠

等の説明の有無

十分な分析・説明

の有無（注）

Ａ
一定の分析・説明はされており、今後も評価水準の維持向上を

図っていくべきもの 
あり あり あり あり

Ｂ

データが算定根拠とともに示されているが、それらを用いた分

析・説明が十分ではないもの（外部要因が勘案されていない、

想定と実態がかい離しているが原因分析が不十分など） 

あり あり あり なし

Ｃ
定量的なデータによって分析・説明されているが、その算定根

拠等が不足しているもの 
あり あり なし

Ｄ 定性的説明はされているが、定量化が不十分なもの あり なし

Ｅ 分析・説明されていないもの なし

（注） 外部要因を考慮した措置の直接的効果の分析等 

２ 点検結果 

租税特別措置等に係る事前評価42件の点検結果は、図3及び表3のとおりである。なお、過去の適用数、過去の減収額及び過去

の効果については、それぞれの母数から新設要望に係る評価書6件を除いている。 

全体の状況としては、点検プロセスにおける各行政機関の補足説明によって、「適用数」及び「減収額」については分析・説

明の内容に改善が見られたが、「達成目標」の設定及び「効果」の分析・説明は十分とは言い難い状況にあった（図3参照）。ま

た、客観的なデータがその算定根拠とともに示されていない（達成目標にあっては、達成すべき水準（目標値）が目標達成時期

とともに示されていない）もの（Ｃ～Ｅ段階）の割合は、(1)達成目標は50.0％（21/42件）から38.0％（16/42件）に、(2)過去

の適用数は58.3％（21/36件）から16.6％（6/36件）に、(3)将来の適用数は61.9％（26/42件）から38.0％（16/42件）に、(4)過

去の減収額は80.5％（29/36件）から33.3％（12/36件）に、(5)将来の減収額は83.3％（35/42件）から50.0％（21/42件）に、(6)

過去の効果は88.8％（32/36件）から55.5％（20/36件）に、(7)将来の効果は92.8％（39/42件）から83.3％（35/42件）になった

（表3参照）。一方、分析・説明がされていない項目（Ｅ段階）が残る著しく不十分な評価書も18件あった。 
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図3 補足説明の前後における     表3 租税特別措置等に係る政策評価の点検結果（点検項目別） 

分析・説明状況の比較     

  項目 

段階 

(1)達成

目標 

(2)過去

の適用数 

(3)将来

の適用数 

(4)過去

の減収額 

(5)将来

の減収額 

(6)過去 

の効果 

(7)将来 

の効果 

Ａ 17 (11) 30 (15) 26 (16) 24 (7) 21 (7) 0 (0) 0 (0) 

Ｂ 9 (10) － － － － － － － － 16 (4) 7 (3) 

Ｃ 4 (5) 5 (20) 8 (17) 12 (27) 14 (25) 16 (21) 8 (6) 

Ｄ 8 (9) 0 (1) 1 (2) 0 (0) 0 (0) 2 (3) 10 (11) 

Ｅ 4 (7) 1 (0) 7 (7) 0 (2) 7 (10) 2 (8) 17 (22) 

 

 

（注）1 図3は、評価書ごとに、各項目に表2の段階に応じた点数（Ａ：4点、Ｂ：3点、Ｃ：2点、Ｄ：1点、Ｅ：0点）を付し、その合計を評価書の数（42件）で除すこ

とにより作成 

    2 表3の（ ）内は、補足説明前の当初の評価書の数 

   3 点検項目(2)～(5)の「Ｂ」段階については、表2で示した観点からの点検事項がなく、当該段階に該当することがないことから、「－」と表記している。 

   4 点検項目(2)、(4)及び(6)については、それぞれの母数から新設要望に係る評価書6件を除いている。 

 

(1)～(7)の項目別に詳細を見ると、次のとおりである。 

また、各項目の各段階の内訳として、具体的にどのような課題が見られたかを件数とともに記載しているが、この件数は重複

して計上しているため、合計と一致しない。 

 

(1) 達成目標 

  ＥＢＰＭでは、課題を特定してその解決に向けた目標を設定し、その達成を目指すロジックを構築して統計等データの合理

的根拠に基づき検証することが重要であることから、租税特別措置等という政策手段との適切な論理関係に基づく具体的な達

成目標を設定する必要がある。こうした観点で点検した結果、Ａ段階のものが17件、Ｂ段階のものが9件、Ｃ段階のものが4件、

Ｄ段階のものが8件、Ｅ段階のものが4件であった。Ｂ段階の9件は、他の政策手段や経済情勢等、他の要因を受けやすく、租税

特別措置等の有効性等を検証することが困難な達成目標を設定しているものであった。Ｃ段階の4件は、達成目標を達成すべき
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時期が、要望に係る租税特別措置等の適用期間の最終年度又は事後評価の実施が見込まれる3年から5年後までの間において示

されていないものであった。Ｄ段階の8件は、達成すべき水準（目標値）が測定可能な指標を用いて、定量的に示されていない

ものであった。Ｅ段階の4件は、達成目標が設定されていないものや、達成目標が政策目的と同一又は政策目的よりも発展した

内容であり達成目標が設定されているとは言えないものであった。 

 

(2) 過去の適用数 

過去の適用数については、租税特別措置等の効果や減収額を把握するための基礎となる情報であることから、適切に把握す

る必要があるところ、Ａ段階のものが30件、Ｃ段階のものが5件、Ｄ段階のものが0件、Ｅ段階のものが1件であった。Ｃ段階の

5件の中には、適用数が分析対象期間内の年度ごとに把握されていないものが3件、適用数の算定根拠（計算式、計算に用いた

数値及びその出典。以下同じ。）の説明が不十分であるものが4件あった。Ｅ段階の1件は、適用数が把握されていないもので

あった。 

 

(3) 将来の適用数 

将来の適用数については、租税特別措置等の効果や減収額を予測するための基礎となる情報であることから、適切に予測す

る必要があるところ、Ａ段階のものが26件、Ｃ段階のものが8件、Ｄ段階のものが1件、Ｅ段階のものが7件であった。Ｃ段階の

8件の中には、適用数が分析対象期間内の年度ごとに予測されていないものが1件、適用数の算定根拠の説明が不十分であるも

のが7件あった。Ｄ段階の1件は、適用数が定量的に予測されていないものであった。Ｅ段階の7件は、適用数が予測されていな

いものであった。 

 

(4) 過去の減収額 

過去の減収額については、租税特別措置等の効果が税収の減少を是認するものであるかを分析するために必須となるもので

あることから、適切に把握する必要があるところ、Ａ段階のものが24件、Ｃ段階のものが12件、Ｄ段階のものが0件、Ｅ段階の

ものが0件であった。Ｃ段階の12件の中には、減収額が税目ごとに把握されていないものが2件、減収額が分析対象期間内の年

度ごとに把握されていないものが3件、減収額の算定根拠の説明が不十分であるものが9件、租税特別措置の適用状況の透明化

等に関する法律（平成22年法律第8号）及び地方税法に基づき把握される適用実態等に関する情報を用いていないものが1件あ

った。 
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(5) 将来の減収額 

将来の減収額については、租税特別措置等の効果が税収の減少を是認するものであるかを分析するために必須となるもので

あることから、適切に予測する必要があるところ、Ａ段階のものが21件、Ｃ段階のものが14件、Ｄ段階のものが0件、Ｅ段階の

ものが7件であった。Ｃ段階の14件の中には、減収額が税目ごとに予測されていないものが2件、減収額が分析対象期間内の年

度ごとに予測されていないものが1件、減収額の算定根拠の説明が不十分であるものが14件あった。Ｅ段階の7件は、減収額が

予測されていないものであった。 

 

(6) 過去の効果 

過去の効果については、達成目標の実現状況、ひいては政策目的の実現に向けた手段としての租税特別措置等の有効性を検

証するために必須となるものであることから、適切に把握する必要があるところ、Ａ段階のものが0件、Ｂ段階のものが16件、

Ｃ段階のものが16件、Ｄ段階のものが2件、Ｅ段階のものが2件であった。Ｂ段階の16件の中には、租税特別措置等が達成目標

の実現に有効な手段であったことが明らかにされていないものが7件（把握された適用数が僅少であるもの）、他の政策手段や

経済情勢等といった他の要因の影響を除いた租税特別措置等の直接的な効果が把握されていないものが16件、租税特別措置等

の適用実態から見て、必要最小限の特例措置であることが明らかにされていないものが1件あった。Ｃ段階の16件の中には、効

果が分析対象期間内の年度ごとに把握されていないものが16件、効果の算定根拠の説明が不十分であるものが3件あった。Ｄ段

階の2件は、効果が定量的に把握されていないものであった。Ｅ段階の2件は、効果が把握されていないものであった。 

 

(7) 将来の効果 

    将来の効果については、達成目標の実現見込み、ひいては政策目的の実現に向けた手段としての租税特別措置等の有効性を

検証するために必須となるものであることから、適切に予測する必要があるところ、Ａ段階のものが0件、Ｂ段階のものが7件、

Ｃ段階のものが8件、Ｄ段階のものが10件、Ｅ段階のものが17件であった。Ｂ段階の7件の中には、租税特別措置等が達成目標

の実現に有効な手段であることが明らかにされていないものが3件（予測された適用数が僅少であるもの）、他の政策手段や経

済情勢等といった他の要因の影響を除いた租税特別措置等の直接的な効果が予測されていないものが7件あった。Ｃ段階の8件

の中には、効果が分析対象期間内の年度ごとに予測されていないものが2件、効果の算定根拠の説明が不十分であるものが8件

あった。Ｄ段階の10件は、効果が定量的に予測されていないものであった。Ｅ段階の17件は、効果が予測されていないもので

あった。 
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３ 点検結果の活用及び今後の課題 

(1) 本年度の税制改正作業における点検結果の活用

点検の結果、分析・説明の内容が不十分であると指摘した評価書に係る租税特別措置等については、今後の税制改正作業に

おいて、更なる検証が必要である。

(2) 次期評価に向けた今後の課題

Ｅ段階であったものは、達成目標が明確でないものや、適用数、減収額又は効果の項目のうち、全く把握されていない又は

予測されていない項目があった評価であるが、いずれの項目も租税特別措置等の有効性を分析・説明するために必要不可欠な

ものであることから、まずは何らかの分析・説明を行う必要がある。特に「達成目標」は、政策評価の実施の前提となるもの

であることから、政策目的の実現に向け、租税特別措置等により達成しようとする目標を明確に設定する必要がある。

Ｃ・Ｄ段階であったものは、各項目の分析・説明について、定量的なデータがその算定根拠とともに示されていないもので

あるが、租税特別措置等の効果検証を客観的なデータに基づき行うためには、各項目について、少なくとも定量的なデータを

算定根拠とともに示す必要がある。特に「効果」については、他の項目と比べて、これらの段階であるものの割合が高いため、

定量的なデータを算定根拠とともに示す必要性が高いと考えられる。

Ｂ段階であったものは、各項目の分析・説明について定量的なデータが算定根拠とともに示されているが、外部要因が勘案

されていないものや、適用数が僅少であるにもかかわらず、その原因分析が不十分なもの等であり、引き続き定量的なデータ

を算定根拠とともに示すことは維持しつつ、外部要因の勘案等を十分に行う必要がある。

Ａ段階であったものは、現時点において特段の課題はないが、達成目標及びその実現に向けた租税特別措置等の効果等につ

いて、引き続き不断の見直しを行い、改善を図っていく必要がある。

各行政機関は、政策評価を通じて、租税特別措置等の必要性、有効性等を明らかにする必要があり、総務省（行政評価局）

は、今後とも、関係機関や外部有識者の理解・協力も得つつ、点検活動等により、各行政機関が説明責任をより適切に果たす

よう取り組んでいく。
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Ⅲ 個別の点検結果 

 １ 点検結果の一覧表 

   
＜点検結果の一覧表の見方＞ 

1 制 度 名  各行政機関の評価書における「政策評価の対象とした政策の名称」を記載 

 

2 区 分  租税特別措置等の要望の区分に応じて、以下を記載 
［新  設］ 租税特別措置等の新設要望に係る事前評価 
［拡  充］ 租税特別措置等の拡充要望に係る事前評価 
［延  長］ 租税特別措置等の延長要望に係る事前評価 

             ［拡・延］ 租税特別措置等の拡充及び延長要望に係る事前評価 

 

3 点 検 結 果  点検結果に応じて、以下を記載 
           Ａ 一定の分析・説明はされており、今後も評価水準の維持向上を図っていくべきもの 
             Ｂ データが算定根拠とともに示されているが、それらを用いた分析・説明が十分ではないもの（外部要因が

勘案されていない、想定と実態がかい離しているが原因分析が不十分など） 
           Ｃ 定量的なデータによって分析・説明されているが、その算定根拠等が不足しているもの 
           Ｄ 定性的説明はされているが、定量化が不十分なもの 
             Ｅ 分析・説明されていないもの 
           － 区分（新設等）の性質上、記載の必要がないもの 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
達成
目標

過去の
適用数

将来の
適用数

過去の
減収額

将来の
減収額

過去の
効果

将来の
効果

内閣01 国家戦略特区における国家戦略民間都市再生事業に対する課税の特例措置の延長 延長 A A A A A C C
内閣02 沖縄の経済金融活性化特別地区における課税の特例の延長 延長 B A A A A C E
内閣03 沖縄の離島における旅館業用建物等の課税の特例の延長 延長 A C A C A B B
内閣04 沖縄の観光地形成促進地域における課税の特例の延長 延長 B A C A A B E
内閣05 沖縄の情報通信産業特別地区・地域における課税の特例の延長 延長 B A A A A C E
内閣06 沖縄の産業高度化・事業革新促進地域における課税の特例の延長 延長 B A A A A C E
内閣07 沖縄の国際物流拠点産業集積地域における課税の特例の延長 延長 B A A A A C E

金融01 中堅・中小企業向け融資促進支援のための時限措置 新設 D ― E ― E ― D
金融02 企業再生税制の拡充（事業再生ファンドによる債権放棄の追加） 新設 E ― D ― E ― E
金融03 不動産投資法人における未収賃料の特例 拡充 D A A C C C D

総務01 サテライトオフィス整備に係る軽減措置の創設 新設 A ― C ― C ― E
総務02 過疎地域における事業用設備等に係る特別償却の拡充及び延長 拡・延 A A C A C B C

厚労01 地域における医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度の延長等 延長 D C C C C E E
厚労02 電子処方箋の運用に係る税制上の所要の措置 新設 D ― E ― E ― E
厚労03 生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限の延長 延長 C A A A A C D
厚労04 社会保険診療報酬に係る非課税措置 延長 A C E C E C E
厚労05 医療法人の社会保険診療報酬以外部分に係る軽減措置 延長 A C E C E C E

農水01 農業経営基盤強化準備金及び農用地等を取得した場合の課税の特例 延長 A A A A A B B

農水02
農業競争力強化支援法に基づく事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械
等の割増償却

延長 B A A A A C C

農水03 振興山村において農林水産物加工施設等を取得した場合の割増償却 延長 A A A A A B B

農林水産省

厚生労働省

内閣府

金融庁

総務省

点検結果

番号 制度名 区分

-11-



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
達成
目標

過去の
適用数

将来の
適用数

過去の
減収額

将来の
減収額

過去の
効果

将来の
効果

点検結果

番号 制度名 区分

経産01 給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除の延長・見直し 延長 C A C C C C D
経産02 自社株式等を対価とした株式取得による事業再編の円滑化措置 新設 B ― E ― E ― E

経産03
地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却
又は法人税額の特別控除（地域未来投資促進税制）の拡充及び延長

拡・延 A A C C C C E

経産04 中小企業者等の法人税率の特例の延長 延長 D A A A A C E
経産05 所得拡大促進税制の見直し及び延長 延長 D A C C C C C

経産06
特定事業継続力強化設備等の特別償却（中小企業防災・減災投資促進税制）の拡充及
び延長

拡・延 D A A A A D D

経産07 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充及び延長 拡・延 E A A A C C E
経産08 技術研究組合の所得の計算の特例の延長 延長 A A A A A B B

経産09
中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特
別控除（中小企業経営強化税制）の延長

延長 A A A A A B D

経産10
中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控除（中小企
業投資促進税制）の延長

延長 A A A A A B D

経産11
特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控
除（商業・サービス業・農林水産業活性化税制）の延長

延長 D A A A A B D

経産12 中小企業による経営資源集約化の促進に係る税制措置の創設 新設 E ― E ― E ― E

経産13
（一社）日本卸電力取引所における同一法人内の自己約定取引に対する法人事業税に
係る特例措置の延長

延長 E E E C A E E

国交01
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の1,500万円の特別控
除の延長

延長 C A A A A D D

国交02
関西文化学術研究都市建設促進法に基づいて整備される文化学術研究施設に係る特別
償却制度の延長

延長 A A A A A B B

国交03 特定都市再生緊急整備地域に係る課税の特例措置の延長 延長 A A A A C B C
国交04 都市再生緊急整備地域に係る課税の特例措置の延長 延長 A A A A C B C
国交05 船舶に係る特別償却制度の延長 延長 A A A A C B C
国交06 マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴う税制上の所要の措置 ― A C C C C C C
国交07 半島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却制度の延長 延長 B A A C C B B
国交08 離島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却制度の延長 延長 B A A C C B B
国交09 奄美群島における工業用機械等に係る割増償却制度の延長 延長 C A A A A B D

経済産業省

国土交通省
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２ 点検シート及び点検結果表 

(1) 点検シートの見方 

「点検シート」は、各行政機関において政策評価が実施された租税特別措置等について、その制度概要や、「租税特別措置の適用実態調

査の結果に関する報告書」（財務省）又は「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書」（総務省）に基づく適用状況

等の基本的な情報を一覧化して示すため、総務省（行政評価局）が作成したものである。各項目の出典等は次のとおり。 

 

＜基本情報＞ 

1  制 度 名  評価書「1 政策評価の対象とした政策の名称」欄を基に記載 

2  措 置 名  「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書（第201回国会提出）」の「総括表」の「措置名」欄又

は「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書（第201回国会提出）」の「措置又は特例

名」欄を基に記載 

3  措 置 内 容  「平成30年度時点」欄及び「令和元年度税制改正以後」欄は、「租税特別措置の適用実態調査の結果に関す

る報告書（第201回国会提出）」の「総括表」の「措置の概要」欄又は「地方税における税負担軽減措置等の

適用状況等に関する報告書（第201回国会提出）」の「措置又は特例の概要」欄を基に記載し、「令和2年度税

制改正以後」欄は、「令和2年度税制改正の解説」（財務省HP）を基に記載 

4  政 策 目 的  評価書「9① 政策目的及びその根拠」欄の「租税特別措置等により実現しようとする政策目的」を基に記載 

5  評 価 対 象 税 目   評価書「2① 政策評価の対象税目」欄を基に記載 

6  関 係 条 項  評価書「4 内容」欄の「関係条項」から法人税、法人住民税又は法人事業税に係る条番号を抜粋して記載 

7  要 望 内 容  評価書「4 内容」欄の「要望の内容」を基に記載 

8  創 設 年 度  評価書「7 創設年度及び改正経緯」欄を基に記載 
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9  過去の政策評価の実績  評価書「13 前回の事前評価又は事後評価の実施時期」欄を基に記載 

10 区 分  評価書「3 要望区分等の別」欄を基に記載 

 

＜適用状況＞ 

1  「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」（財務省）に

基づき記載。ただし、法人住民税又は法人事業税のみを対象とする措置に係る「適用総額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適

用状況等に関する報告書」（総務省）に基づき記載 

2  「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書」（総務省）に基づき記載 

3  各欄には、単体法人及び連結法人に係る合計の数値を記載 

 

(2) 点検結果表の見方 

1  制 度 名  評価書「1 政策評価の対象とした政策の名称」欄を基に記載 

2  税 目  政策評価の対象とされた租税特別措置等の税目を記載 

3  区 分  ［新設］ 租税特別措置等の新設要望に係る事前評価 

［拡充］ 租税特別措置等の拡充要望に係る事前評価 

［延長］ 租税特別措置等の延長要望に係る事前評価 

（注）1 「【（行政機関名）の補足説明】」欄には、各行政機関から総務省（行政評価局）へ提出された回答を転載している。 

2 「租特透明化法」は、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律（平成22年法律第8号）を指す。 
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内閣府 

-





内閣01 国家戦略特区における国家戦略民間都市再生事業に対する課税の特例措置の延長

内閣02
沖縄の経済金融活性化特別地区における課税の特例の延長
（特別償却又は法人税額の特別控除、認定法人の課税の特例）

内閣03 沖縄の離島における旅館業用建物等の課税の特例の延長

内閣04 沖縄の観光地形成促進地域における課税の特例の延長

内閣05
沖縄の情報通信産業特別地区・地域における課税の特例の延長
（法人税額の特別控除、認定法人の課税の特例）

内閣06 沖縄の産業高度化・事業革新促進地域における課税の特例の延長

内閣07
沖縄の国際物流拠点産業集積地域における課税の特例の延長
（特別償却又は法人税額の特別控除、認定法人の課税の特例）

番号 制度名

 内閣府
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【適用状況】

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H26 区分 延長

　措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長する。

 　H26内閣08、H28内閣05、H30内閣
02

努力義務対象

　割増償却割合を25％（改正前：30％）に引下げ

　租税特別措置法第47条、第68条の35

過去の政策評価の実績

 　大胆な規制・制度改革を通して経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力の強化と
ともに、国際的な経済活動の拠点の形成を図り、もって国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与することを図るこ
と。

（評価実施府省：内閣府）
【基本情報】

 制度名
（措置名）

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2内閣01）

　国家戦略特区における国家戦略民間都市再生事業に対する課税の特例措置の延長
　（特定都市再生建築物の割増償却（国家戦略民間都市再生事業））

措置内容

平成30年度時点
 　特定都市再生緊急整備地域及び都市再生緊急整備地域（特定都市再生緊急整備地域を除く。）において、
国家戦略特別区域法による認定を受けた区域計画に基づく特定都市再生建築物等の取得等をした場合には、5年
間、普通償却限度額に100分の50又は100分の30を乗じた金額の割増償却ができる。

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　従前どおり

評価対象税目
義務対象

H23

H24

H25

H26 8 2,911,681 － 446,200

H27 9 3,192,638 － 372,929

H28 19 3,303,085 － 394,316

H29 14 3,358,714 － 263,418

H30 14 2,804,374 － 212,026

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地
方法人特別税・千

円）

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、「租税特別措置の適
用実態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載

※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関す
る報告書」（総務省）に基づき記載

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」については、特定都市再
生緊急整備地域内又はその他の都市再生緊急整備地域内において、都市再生事
業により整備される建築物に係る分全体の数値を記載。「地方税への影響額」について
は、「特定都市再生建築物の割増償却」の措置全体の数値を記載

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

【R2 内閣01】-18-



【R2 内閣01】
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【R2 内閣01】
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【R2 内閣01】
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【R2 内閣01】
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（評価実施府省：内閣府）
【適用状況】

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H14 区分 延長

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2内閣02-1）

　沖縄の経済金融活性化特別地区における課税の特例の延長
 　（沖縄の経済金融活性化特別地区において工業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控
除）

措置内容

平成30年度時点
 　沖縄の経済金融活性化特別地区において、工業用機械等の取得等をした場合には、取得価額の①50％（建物
等は25％）の特別償却又は②15％（建物等は8％）の税額控除（当期の法人税額の20％を限度とし、控除限
度超過額は4年間の繰越し）ができる。

令和元年度
税制改正以後

令和2年度
税制改正以後 　従前どおり

　従前どおり

【基本情報】

 制度名
（措置名）

　租税特別措置法第42条の9、第45条、第68条の13、第68条の27

過去の政策評価の実績  　H23内閣01、H25内閣21、H28内閣
03、H30内閣03ｰ1、H30内閣03ｰ2

 　金融業や情報通信関連産業をはじめ、沖縄の地理的特殊性・優位性や亜熱帯気候である自然的特性を生かし
た多様な産業の集積を行うことで、「実体経済の基盤となる産業」と「金融産業」を両輪とした沖縄の経済金融の活性
化を図り、もって沖縄における自立型経済の構築を目指すこと。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

 措置の適用期限を令和4年3月31日まで1年間延長する。

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社

割合（法人
税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地方
法人特別税・千円）

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社

割合（法人
税・％）

地方税への影響額
（法人住民税・千円）

H23 1 451 － 78

H24 0 － － －

H25 0 － － －

H26 0 － － － 0 － － －

H27 0 － － － 3 91,729 　－ 12,566

H28 1 10,528 － 1,254 2 67,828 － 8,749

H29 1 586 － 69 4 34,217 － 4,414

H30 1 246,907 － 29,309 4 62,998 － 8,127

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載
※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書」（総務省）に基づき記載

特別償却 特別控除
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（評価実施府省：内閣府）
【適用状況】

 

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H14 区分 延長

 　租税特別措置法第60条、第68条の63

過去の政策評価の実績

 　金融業や情報通信関連産業をはじめ、沖縄の地理的特殊性・優位性や亜熱帯気候である自然的特性を生かし
た多様な産業の集積を行うことで、「実体経済の基盤となる産業」と「金融産業」を両輪とした沖縄の経済金融の活性
化を図り、もって沖縄における自立型経済の構築を目指すこと。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

 　措置の適用期限を令和4年3月31日まで1年間延長する。

 　H23内閣01、H25内閣21、H28内閣
03、H30内閣03ｰ3

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2内閣02-2）

 　沖縄の経済金融活性化特別地区における課税の特例の延長
 　（沖縄の経済金融活性化特別地区における認定法人の課税の特例）

措置内容

平成30年度時点
 　沖縄の経済金融活性化特別地区において、主として特定経済金融活性化産業に属する事業を営むこと等の要件
を満たすものとして認定を受けた法人は、設立後10年間、所得金額の40％相当額に特区内従業員数割合を乗じて
計算した金額の特別控除ができる。

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後  　従前どおり

 　従前どおり

【基本情報】

   制度名
（措置名）

H23 0 － － －

H24 0 － － －

H25 0 － － －

H26 0 － － －

H27 1 7,090 － 888

H28 3 65,016 － 7,744

H29 2 20,395 － 2,420

H30 3 43,849 － 5,206

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地方
法人特別税・千円）

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実
　　態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載
※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告
　　書」（総務省）に基づき記載
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（評価実施府省：内閣府）
【適用状況】

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H9 区分 延長

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2内閣03）

　沖縄の離島における旅館業用建物等の課税の特例の延長
　（沖縄の離島地域における旅館業用建物等の特別償却）

措置内容

平成30年度時点 　沖縄の離島地域において、旅館業用建物等の取得等をした場合には、取得価額の8％の特別償却ができる。

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　従前どおり

　従前どおり

【基本情報】

 制度名
（措置名）

　租税特別措置法第45条、第68条の27

過去の政策評価の実績

   離島における若者等の定住を促進し、地域の活性化を図るためには、産業を振興し、就業機会の確保と所得の向
上を図る必要がある。離島地域は観光資源が豊富という利点を持ち合わせており、観光・リゾート産業は離島地域の
自立的発展の先導的役割を担う産業として重要であることから、当該特例措置を講じることで離島地域における旅館
業等の立地を促進すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を令和4年3月31日まで1年間延長する。

 　H23内閣03、H28内閣04、H30内閣
04

H23 0 － － －

H24 1 7,632 － 878

H25 1 71,112 － 8,132

H26 0 － － －

H27 0 － － －

H28 1 79,999 － 9,528

H29 2 185,520 － 17,019

H30 1 4,360 － 519

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地方
法人特別税・千円）

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実
態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載

※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告
書」（総務省）に基づき記載
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（評価実施府省：内閣府）
【適用状況】

政策目的

法人税 法人住民税

関係条項

要望内容

創設年度 H10 区分 延長

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2内閣04）

　沖縄の観光地形成促進地域における課税の特例の延長
　（沖縄の観光地形成促進地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除）

措置内容

平成30年度時点  　沖縄の観光地形成促進地域において、工業用機械等の取得等をした場合には、取得価額の15％（建物等は
8％）の税額控除（当期の法人税額の20％を限度とし、控除限度超過額は4年間の繰越し）ができる。

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　従前どおり

　従前どおり

【基本情報】

 制度名
（措置名）

　租税特別措置法第42条の9、第68条の13

過去の政策評価の実績

　 国内外からの観光客の誘客、観光の高付加価値化、観光資源の持続的利用を通じた観光産業の一層の振興に
より、沖縄の自立型経済の発展を目指すこと。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を令和4年3月31日まで1年間延長する。

 　H23内閣07、H25内閣23、H28内閣
06、H30内閣06

H23 2 3,364 － 582

H24 0 － － －

H25 0 － － －

H26 0 － － －

H27 0 － － －

H28 0 － － －

H29 1 2,218 － 286

H30 2 14,557 － 1,878

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（法人住民税・千円）

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実
態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載

※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告
書」（総務省）に基づき記載
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（評価実施府省：内閣府）
【適用状況】

政策目的

法人税 法人住民税

関係条項

要望内容

創設年度 H10 区分 延長

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2内閣05-1）

　沖縄の情報通信産業特別地区・地域における課税の特例の延長
　（沖縄の情報通信産業振興地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除）

措置内容

平成30年度時点  　沖縄の情報通信産業振興地域において、工業用機械等の取得等をした場合には、取得価額の15％（建物等は
8％）の税額控除（当期の法人税額の20％を限度とし、控除限度超過額は4年間の繰越し）ができる。

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　従前どおり

 従前どおり

【基本情報】

 制度名
（措置名）

　租税特別措置法第42条の9、第68条の13

過去の政策評価の実績

　 成長著しい事業を営む企業の集積を進めることで、沖縄における情報通信関連産業の高付加価値化を促進し、
もって沖縄の自立型経済の発展を目指すこと。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

 措置の適用期限を令和4年3月31日まで1年間延長する。

 　H23内閣09、H25内閣20、H28内閣
09、H30内閣07ｰ1

H23 8 591,952 － 102,208

H24 11 852,633 99.9% 147,505

H25 11 680,149 99.9% 117,665

H26 13 693,254 99.6% 119,932

H27 15 859,714 99.2% 117,781

H28 21 709,077 97.9% 91,470

H29 17 537,593 99.0% 69,350

H30 16 543,612 99.3% 70,126

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（法人住民税・千円）

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実
態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載

※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告
書」（総務省）に基づき記載
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（評価実施府省：内閣府）
【適用状況】

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H10 区分 延長

　租税特別措置法第第60条、第68条の63

過去の政策評価の実績

　 成長著しい事業を営む企業の集積を進めることで、沖縄における情報通信関連産業の高付加価値化を促進し、
もって沖縄の自立型経済の発展を目指すこと。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を令和4年3月31日まで1年間延長する。

 　H23内閣09、H25内閣20、H28内閣
09、H30内閣07ｰ2

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2内閣05-2）

　沖縄の情報通信産業特別地区・地域における課税の特例の延長
　（沖縄の情報通信産業特別地区における認定法人の課税の特例）

措置内容

平成30年度時点  　沖縄の情報通信産業特別地区において、専ら特定情報通信事業を営むこと等の要件を満たすものとして認定を受
けた法人は、設立後10年間、特定情報通信事業に係る所得金額の40％の特別控除ができる。

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後  従前どおり

 従前どおり

【基本情報】

 制度名
（措置名）

H23 1 2,303 － 321

H24 1 672 － 90

H25 0 － － －

H26 0 － － －

H27 0 － － －

H28 0 － － －

H29 1 918 － 110

H30 1 9,271 － 1,101

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地方
法人特別税・千円）

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実
態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載

※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告
書」（総務省）に基づき記載
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（評価実施府省：内閣府）
【適用状況】

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H14 区分 延長

　租税特別措置法第42条の9、第45条、第68条の13、第68条の27

過去の政策評価の実績  　H23内閣02、H25内閣22、H28内閣
07、H30内閣08ｰ1、H30内閣08ｰ2

 　産業高度化・事業革新に資する企業や製造業等の集積、当該企業等による設備投資や研究開発等を促進する
ことで、沖縄の優位性・潜在性を活かした産業イノベーションを促進し、沖縄の幅広いものづくり産業の基盤となる製造
業等の振興を図り、もって沖縄における自立型経済の発展を目指すこと。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を令和4年3月31日まで1年間延長する。

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2内閣06）

 沖縄の産業高度化・事業革新促進地域における課税の特例の延長
　 （沖縄の産業高度化・事業革新促進地域において工業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特
別控除）

措置内容

平成30年度時点
　 沖縄の産業高度化・事業革新促進地域において、工業用機械等の取得等をした場合には、取得価額の①34％
（建物等は20％）の特別償却又は②15％（建物等は8％）の税額控除（当期の法人税額の20％を限度とし、
控除限度超過額は4年間の繰越し）ができる。

令和元年度
税制改正以後

令和2年度
税制改正以後  従前どおり

 従前どおり

【基本情報】

 制度名
（措置名） 適用件数

（法人税・件）
適用総額

（法人税・千円）

適用額の
上位10社

割合（法人
税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地方
法人特別税・千円）

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社

割合（法人
税・％）

地方税への影響額
（法人住民税・千円）

H23 3 50,877 － 7,082 16 341,057 98.8% 59,003

H24 4 43,661 ー 5,602 13 220,490 － 38,144

H25 5 145,616 ー 18,717 25 561,083 95.9% 97,067

H26 4 85,912 ー 11,345 31 353,897 89.3% 61,224

H27 4 45,698 ー 5,570 27 391,853 92.4% 53,684

H28 3 18,159 ー 2,163 20 298,944 98.5% 38,564

H29 7 189,477 － 22,489 23 439,624 97.7% 56,712

H30 2 83,844 － 7,062 26 290,315 95.3% 37,450

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載
※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書」（総務省）に基づき記載

特別償却 特別控除
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（評価実施府省：内閣府）
【適用状況】

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H10 区分 延長

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2内閣07-1）

　沖縄の国際物流拠点産業集積地域における課税の特例の延長
 　（沖縄の国際物流拠点産業集積地域において工業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別
控除）

措置内容

平成30年度時点
 　沖縄の国際物流拠点産業集積地域において、工業用機械等の取得等をした場合には、取得価額の①50％（建
物等は25％）の特別償却又は②15％（建物等は8％）の税額控除（当期の法人税額の20％を限度とし、控除
限度超過額は4年間の繰越し）ができる。

令和元年度
税制改正以後

令和2年度
税制改正以後 　従前どおり

　従前どおり

【基本情報】

 制度名
（措置名）

　租税特別措置法第42条の9、第45条、第68条の13、第68条の27

過去の政策評価の実績  　H23内閣08、H25内閣19、H28内閣
08、H30内閣09ｰ1、H30内閣09ｰ2

 　高付加価値型のものづくり企業やリペアセンター等の高機能型物流企業、航空機整備業（MRO）等の国際物流
拠点産業の集積を図ることで、沖縄における産業及び貿易を振興し、もって沖縄における民間主導の自立型経済の構
築を目指すこと。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を令和4年3月31日まで1年間延長する。

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社

割合（法人
税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地方
法人特別税・千円）

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社

割合（法人
税・％）

地方税への影響額
（法人住民税・千円）

H23 1 6,893 － 958 2 6,230 － 1,078

H24 0 － － － 1 11,505 － 1,990

H25 0 － － － 2 12,740 － 2,204

H26 0 － － － 3 4,779 － 827

H27 2 41,379 － 5,178 3 22,592 － 3,095

H28 2 13,685 － 1,630 11 63,619 99.9% 8,207

H29 6 186,884 － 20,556 28 100,415 80.6% 12,953

H30 7 621,238 － 48,557 42 120,542 75.7% 15,550

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載
※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書」（総務省）に基づき記載

特別償却 特別控除
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（評価実施府省：内閣府）
【適用状況】

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H10 区分 延長

　租税特別措置法第60条、第68条の63

過去の政策評価の実績

 　高付加価値型のものづくり企業やリペアセンター等の高機能型物流企業、航空機整備業（MRO）等の国際物流
拠点産業の集積を図ることで、沖縄における産業及び貿易を振興し、もって沖縄における民間主導の自立型経済の
構築を目指すこと。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を令和4年3月31日まで1年間延長する。

 　H23内閣08、H25内閣19、H28内閣
08、H30内閣09ｰ3

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2内閣07-2）

　沖縄の国際物流拠点産業集積地域における課税の特例の延長
　（沖縄の国際物流拠点産業集積地域における認定法人の課税の特例）

措置内容

平成30年度時点  　沖縄の国際物流拠点産業集積地域において、専ら特定国際物流拠点事業を営むこと等の要件を満たすものとし
て認定を受けた法人は、設立後10年間、特定国際物流拠点事業に係る所得金額の40％の特別控除ができる。

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　従前どおり

　従前どおり

【基本情報】

 制度名
（措置名）

H23 0 － － －

H24 1 16,111 － 2,144

H25 0 － － －

H26 2 18,405 － 2,430

H27 3 71,926 － 9,001

H28 3 98,029 － 11,675

H29 4 215,827 － 25,615

H30 3 65,809 － 7,812

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地方
法人特別税・千円）

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実
態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載

※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告
書」（総務省）に基づき記載
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金融庁 





番号 制度名

金融01 中堅・中小企業向け融資促進支援のための時限措置

金融02 企業再生税制の拡充（事業再生ファンドによる債権放棄の追加）

金融03 不動産投資法人における未収賃料の特例

 金融庁

-103-



＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2金融01）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 － 区分 新設

【基本情報】

 制度名
（措置名）

（評価実施府省：金融庁）

 中堅・中小企業向け融資促進支援のための時限措置
　（ー）

措置内容

平成30年度時点 　ー

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　ー

　ー

　ー

過去の政策評価の実績

コロナ禍により資金繰りがひっ迫している中堅・中小企業に対して金融機関がより円滑かつ積極的な融資を行える環境を整備することで日本経済の底支えを図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　金融機関が実施する中堅・中小企業向けプロパー融資の前年度末比増加額の一定割合を、既存の一括評価貸倒引当金損金限度額に上乗せし、損金算入限度額を拡大する。

 ー

【R2 金融01】-104-
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＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2金融02）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 － 区分 新設

　ー

過去の政策評価の実績

　事業再生を行う中小企業への円滑な資金提供を促し、中小企業の事業再生・経営改善の実効性を高めることで、地域経済の活性化を図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　企業再生税制については、中小企業の事業再生を支援する観点から、内閣総理大臣及び経済産業大臣が指定する事業再生ファンドにより債権放棄が行われた場合についても、特例が措置されてい
た。新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受けた中小企業の事業再生が発生することから、事業再生ファンドによる債権放棄が行われた場合の特例措置を復活させる。

　ー

【基本情報】

 制度名
（措置名）

（評価実施府省：金融庁）

 企業再生税制の拡充（事業再生ファンドによる債権放棄の追加）
　（ー）

措置内容

平成30年度時点 　ー

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　ー

　ー

【R2 金融02】-108-
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【適用状況】

 

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容及び区分

創設年度 H10 区分 拡充

令和2年度税制改正以後    従前どおり

   H22金融03、H23金融02、H24金融
02、H25金融05、H26金融01、H27金
融05、H29金融02

   新型コロナウイルス感染症対策の影響で、不動産投資法人において家賃の支払いの猶予に応じたために生じた一
定の未収賃料相当につき、90％超配当要件の判定式の分母から控除するとともに、一定の調整措置を設けること。

過去の政策評価の実績

   安定的な不動産証券化市場の形成に資すること。

評価対象税目
義務対象

（評価実施府省：金融庁）

努力義務対象

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2金融03）
【基本情報】

   租税特別措置法第67条の15

   不動産投資法人における未収賃料の特例
　（投資法人に係る課税の特例）

措置内容

平成30年度時点    投資法人のうち、多数の投資家又は機関投資家が出資していること等の要件を満たすものが、配当可能利益の額
の90％超を配当として支払っていること等の要件を満たす場合には、その支払配当等の額の損金算入ができる。

令和元年度税制改正以後    他の法人の発行済株式又は出資の50％以上を有していないこととの要件における「他の法人の出資」に「匿名組
合出資」を含める等の見直し

   制度名
（措置名）

H23 71 158,023,125 39.3% 21,997,658

H24 76 196,021,995 55.6% 26,093,394

H25 90 254,248,585 31.9% 33,549,176

H26 107 316,533,920 42.4% 41,795,861

H27 134 379,600,727 38.1% 47,500,780

H28 146 474,929,218 41.2% 56,568,087

H29 165 517,537,599 36.0% 61,422,789

H30 181 584,794,024 36.3% 69,418,663

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地方
法人特別税・千円）

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実
　　態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載
※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告
　　書」（総務省）に基づき記載

適用件数
（法人税・件）
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総務省 





番号 制度名

総務01 サテライトオフィス整備に係る軽減措置の創設

総務02 過疎地域における事業用設備等に係る特別償却の拡充及び延長

 総務省

-119-



＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2総務01）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 － 区分 新設

　ー

過去の政策評価の実績

　新たな生活様式の普及・定着が求められる中、地方における就労の維持、事業継続性の確保等に資するサテライトオフィスの整備を促進・加速化するため、セキュリティレベルの高いサテライトオフィスを整
備し、テレワークを安心して行うことができる「場」を利用者に提供する者に対する税制支援を行うこと。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　総務大臣の計画認定を受けて一定のセキュリティ水準を確保したサテライトオフィスの整備を行う企業が、サテライトオフィスの整備に際して取得した設備に関し、取得価額の30％の特別償却又は5％の
税額控除の特例措置を行う。

 ー

【基本情報】

 制度名
（措置名）

（評価実施府省：総務省）

サテライトオフィス整備に係る軽減措置の創設
（ー）

措置内容

平成30年度時点 　ー

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　ー

　ー
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（評価実施府省：総務省）
【適用状況】

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 S45 区分 拡充・延長

　租税特別措置法第45条、第68条の27

過去の政策評価の実績

　 少子高齢化・若年者の流出という過疎地域の課題を踏まえ、製造業や旅館業等の設備投資を促進し、産業の振
興を図り、過疎地域の雇用機会の創出・確保による人口流出の抑制及び人口流入の拡大を図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　 対象業種の拡充、取得価額要件の引下げ、割増償却への移行等の見直しを行う。措置の適用期限を令和13年
3月31日まで10年間延長する。

 　H22総務01、H24総務02、H26総務
02、H28総務01、H30総務01

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2総務02）

　過疎地域における事業用設備等に係る特別償却の拡充及び延長
　（特定地域における工業用機械等の特別償却（過疎地域における工業用機械等の特別償却））

措置内容

平成30年度時点  　過疎地域自立促進特別措置法の過疎地域のうち一定の地区において、工業用機械等の取得等をした場合には、
取得価額の10％（建物等は6％）の特別償却ができる。

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　従前どおり

　従前どおり

【基本情報】

 制度名
（措置名）

H23 102 2,419,401 46.3% 305,646

H24 76 2,307,988 70.5% 274,004

H25 75 924,838 47.1% 113,919

H26 72 1,810,168 67.5% 224,877

H27 68 868,571 63.8% 98,910

H28 68 1,133,511 59.0% 133,664

H29 76 1,646,895 60.6% 148,459

H30 72 2,393,457 77.2% 204,865

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地方
法人特別税・千円）

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実
態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載

※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告
書」（総務省）に基づき記載
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厚生労働省 





番号 制度名

厚労01 地域における医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度の延長等

厚労02 電子処方箋の運用に係る税制上の所要の措置

厚労03 生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限の延長

厚労04 社会保険診療報酬に係る非課税措置

厚労05 医療法人の社会保険診療報酬以外部分に係る軽減措置

 厚生労働省

-163-



（評価実施府省：厚生労働省）
【適用状況】

政策目的

法人税 法人事業税 所得税

関係条項

要望内容

創設年度 S54 区分 延長

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2厚労01）

　地域における医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度の延長等
　（医療用機器等の特別償却）

措置内容

平成30年度時点  　高度医療の提供に資する又は先進的な医療用機器の取得等をした場合には、取得価額の12％の特別償却がで
きる。

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　従前どおり

 　対象機器の見直し等を行った上、勤務時間短縮用設備等の特別償却措置及び構想適合病院用建物等の特別
償却措置を追加

【基本情報】

 制度名
（措置名）

　租税特別措置法第45条の2、第68条の29

過去の政策評価の実績

・ 長時間労働の実態が指摘される医師の勤務時間の短縮に資する設備の導入を促すことで、医師の働き方改革を
推進し、医師の健康を確保し地域において安全で質の高い医療を提供すること。
・ 地域医療提供体制の確保のため、設備投資に係る負担を軽減することで病床の再編等を促進すること。
・ 医学医術の進歩に応じた高度又は先進的な医療機器の普及促進及び充実化を図り、安心で安全な最新の医療
技術を提供することで、地域において良質かつ適切な医療を提供すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

 措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長する。

　H22厚労14、H24厚労02、H26厚労
04、H28厚労02、H30厚労03

H23 1,127 4,058,626 19.9% 558,589

H24 1,160 3,795,405 20.9% 492,179

H25 1,075 3,363,286 22.9% 436,238

H26 842 2,357,556 17.3% 311,369

H27 699 2,077,722 22.8% 260,719

H28 702 2,215,726 26.3% 263,174

H29 676 2,155,254 33.5% 241,590

H30 617 2,568,974 40.7% 287,168

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地方
法人特別税・千円）

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実
態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載

※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告
書」（総務省）に基づき記載
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＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2厚労02）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 － 区分 新設

　ー

過去の政策評価の実績

　少子高齢化に伴う医療・介護サービスの担い手の減少が進む中で、健康・医療・介護分野のデータやICTを積極的に活用することにより、国民一人ひとりの健康寿命の延伸や国民の利便性向上を図る
とともに、医療や介護現場において、サービスの質を維持・向上しつつ、その効率化や生産性の向上を図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

オンライン資格確認等システムを基盤とした電子処方箋の仕組みの検討を行い、その結果を踏まえ、税制上の所要の措置を講ずる。

 ー

【基本情報】

 制度名
（措置名）

（評価実施府省：厚生労働省）

 電子処方箋の運用に係る税制上の所要の措置
　（ー）

措置内容

平成30年度時点 　ー

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　ー

　ー

【R2 厚労02】-174-
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（評価実施府省：厚生労働省）
【適用状況】

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 S55 区分 延長

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2厚労03）

　生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限の延長
　（共同利用施設の特別償却）

措置内容

平成30年度時点  　生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合が、共同利用施設の取得等をした場合には、取得価額の6％の特
別償却ができる。

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　従前どおり

　従前どおり

【基本情報】

 制度名
（措置名）

　租税特別措置法第44条の3、第68条の24

過去の政策評価の実績

 　生活衛生同業組合等が振興事業として共同利用施設事業を行う場合につき、税制上の特別措置を設けることに
より、零細な営業者が大半を占める生活衛生関係営業者の協業化等による合理化、省力化等を推進し、生産性を
向上させ、もって営業者の経営基盤の強化を図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長する。

 　H22厚労16、H23厚労09、H24厚労
15、H26厚労09、H28厚労03、H30厚
労06

H23 1 1,073 － 150

H24 0 － － －

H25 0 － － －

H26 0 － － －

H27 0 － － －

H28 0 － － －

H29 0 － － －

H30 0 － － －

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地方
法人特別税・千円）

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実
態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載

※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告
書」（総務省）に基づき記載
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【適用状況】

政策目的

法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 S27 区分 延長

　地方税法第72条の23

過去の政策評価の実績

　国民皆保険制度の下で、社会保険診療報酬という低廉な公定価格により、フリーアクセスで国民に必要な医療を提供し、地域の医療提供体制の整備・拡充を図るこ
と。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を令和4年3月31日まで1年間延長する。

　H26厚労20、H27厚労09、R1厚労02

措置内容

平成30年度時点 　医療法人等については、社会保険診療報酬につき支払を受けた金額は益金の額に算入せず、社会保険診療報酬に係る経費は損金の額に算入しない。

令和元年度税制改正以後

令和２年度税制改正以後 　従前どおり

　従前どおり

【基本情報】

 制度名
（措置名）

（評価実施府省：厚生労働省）＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2厚労04）

　社会保険診療報酬に係る非課税措置
　（社会保険診療報酬の益金・損金不算入措置）

H23 753,311,123

H24 774,715,165

H25 689,786,978

H26 593,626,895

H27 582,550,165

H28 551,381,013

H29 466,780,084

H30 538,465,356

適用総額
（法人事業税・千円）

※「地方税における税負担軽
　減措置等の適用状況等に
　関する報告書」（総務省）
　に基づき記載

【R2 厚労04】-184-



 

 

【R2 厚労04】

-185-



【R2 厚労04】-186-



【R2 厚労04】

-187-



【R2 厚労04】-188-



【R2 厚労04】

-189-



【R2 厚労04】-190-



 

 

 

【R2 厚労04】

-191-



 

【R2 厚労04】-192-



【R2 厚労04】

-193-



【適用状況】

政策目的

法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 S27 区分 延長

　地方税法第72条の24の7

過去の政策評価の実績

　地域における医療提供体制の中核を担う医療法人について、本特例措置を適用することにより、経営基盤の強化に資するよう下支えを行い、もって地域の安定的・継
続的な医療提供体制の整備・拡充を図ること。

評価対象税目
義務対象

　措置の適用期限を令和4年3月31日まで1年間延長する。

　H26厚労21、H27厚労10、R1厚労03

努力義務対象

措置内容

平成30年度時点 　医療法人を特別法人とし、所得のうち年400万円を超える金額については4.6％の軽減税率を適用する。

令和元年度税制改正以後

令和２年度税制改正以後 　従前どおり

　従前どおり

【基本情報】

 制度名
（措置名）

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2厚労05） （評価実施府省：厚生労働省）

　医療法人の社会保険診療報酬以外部分に係る事業税の軽減措置
　（医療法人に係る税率の特例措置）

H23 1,790,756

H24 1,724,425

H25 1,960,754

H26 1,718,203

H27 1,979,951

H28 2,523,386

H29 2,124,957

H30 2,056,923

適用総額
（法人事業税・千円）

※「地方税における税負担軽
減措置等の適用状況等に
関する報告書」（総務省）
に基づき記載
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農林水産省 





番号 制度名

農水01 農業経営基盤強化準備金及び農用地等を取得した場合の課税の特例

農水02 農業競争力強化支援法に基づく事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却

農水03 振興山村において農林水産物加工施設等を取得した場合の割増償却

 農林水産省

-209-



（評価実施府省：農林水産省）
【適用状況】

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H19 区分 延長

【基本情報】

　従前どおり

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2農水01-1）

 租税特別措置法第61条の2、第68条の64

評価対象税目

平成30年度時点

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後

措置内容

 制度名
（措置名）

 措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長する。

過去の政策評価の実績

 農業経営基盤強化準備金及び農用地等を取得した場合の課税の特例
 （農業経営基盤強化準備金）

 　認定農地所有適格法人が、交付金等の交付を受けた場合において、認定計画に従って行う農業経営基盤強化に
要する費用の支出に備えるため、一定の金額を準備金として積み立てたときは、積立額の損金算入ができる。

   経営所得安定対策等の交付金の交付を受けた農業者に対し、本特例を措置することにより、農業経営の基盤を
強化するための農業用固定資産への投資を促進し、競争力のある経営体の育成･確保を図ること。

義務対象 努力義務対象

　従前どおり

   H22農水23、H24農水02、H26農水
06、H27農水02、H28農水08、H29農
水01、R1農水02

H23 1,349 9,697,754 5.9% 1,349,907

H24 1,640 12,382,363 6.3% 1,648,207

H25 1,583 10,455,278 5.8% 1,379,514

H26 1,310 8,535,737 9.5% 1,127,061

H27 2,122 16,480,326 5.7% 2,062,241

H28 2,903 22,239,883 4.0% 2,648,950

H29 3,165 23,864,495 3.4% 2,832,048

H30 2,863 18,678,998 4.2% 2,217,312

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地方
法人特別税・千円）

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実
態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載

※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告
書」（総務省）に基づき記載
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（評価実施府省：農林水産省）
【適用状況】

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H19 区分 延長

   措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長する。

過去の政策評価の実績

   農業経営基盤強化準備金及び農用地等を取得した場合の課税の特例
   （農用地等を取得した場合の課税の特例）

 　農業経営基盤強化準備金を積み立てている法人（農業経営基盤強化準備金の積立てができる法人を含む。）
が、認定計画に従って農用地又は特定農業用機械等の取得等をした場合には、準備金の益金算入額等の範囲内
で圧縮記帳ができる。

   経営所得安定対策等の交付金の交付を受けた農業者に対し、本特例を措置することにより、農業経営の基盤を
強化するための農業用固定資産への投資を促進し、競争力のある経営体の育成･確保を図ること。

義務対象 努力義務対象

 　従前どおり

   H22農水23、H24農水02、H26農水
06、H27農水02、H28農水08、H29農
水01、R1農水02

【基本情報】

　 従前どおり

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2農水01-2）

   租税特別措置法第61条の3、第68条の65

評価対象税目

平成30年度時点

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後

措置内容

   制度名
（措置名）

H23 655 4,549,331 7.2% 633,291

H24 823 6,099,943 7.3% 811,851

H25 956 7,348,401 9.3% 969,566

H26 947 6,889,448 6.9% 909,595

H27 974 7,249,374 6.4% 907,140

H28 1,304 10,499,803 8.0% 1,250,616

H29 1,724 14,307,507 5.0% 1,697,855

H30 1,970 16,821,714 5.4% 1,996,843

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地方
法人特別税・千円）

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実
　　態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載
※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告
　　書」（総務省）に基づき記載
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（評価実施府省：農林水産省）
【適用状況】

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H29 区分 延長

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2農水02）

　農業競争力強化支援法に基づく事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却
　（事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却）

措置内容

平成30年度時点  　農業競争力強化支援法の認定事業再編事業者が、事業再編促進機械等の取得等をした場合には、5年間、普
通償却限度額の40％（建物等は45％）の割増償却ができる。

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　対象事業に肥料、農薬、配合飼料及び農業用機械の卸売事業及び小売事業を追加

　従前どおり

【基本情報】

 制度名
（措置名）

 租税特別措置法第46条の2、第68条の33

過去の政策評価の実績

 　農業競争力強化支援法に基づき、農業生産関連事業者において事業の再編等により経営体質の強化を図り、良
質で低廉な農業資材の供給や農産物流通等の合理化といった農業者の努力だけでは実現できない構造的な課題を
解決するための施策を講ずることにより、農業の競争力の強化を図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

 措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長する。

　 H28農水（認定事業再編事業者を対
象とする割増償却の特例）、H30農水
01、R1農水01

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29 1 41 － 5

H30 1 492 － 58

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地方
法人特別税・千円）

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実
態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載

※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告
書」（総務省）に基づき記載
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  1,911.4 0.027 13 670.9  
82 0.033 3 8.1  

        75 0.038 1 2.9  
100 0.059 2 11.8  
88.6 0.067 10 59.4  

        66.8 0.1 3 20  
45 0.125 2 11.3  

 
 

   38 13  
      150 100 4,980 4,080 228 1,500 1,500

6,000 6,000 100 50 10 150
24,848  
24,848 13 1,911.4 1  

   31 3  
      82 82 82 246  

246 3 82  
   27 1  

  75 1  
   17 2  

100 100 200  
      200 2 100  1  
   15 10  

200 110 200 150 22 4 50 50
50 50 886  

886 10 88.6 1  
   10 3  

100 100 0.48 200.5  
  200.5 3 66.8 1  

   8 2  
      50 40 90  
      90 2 45  1  
 

 
        20 0.084 2 3.4  

      3,270.8 0.1 9 2,943.7  
      1,020.4 0.125 5 637.8  
        17.5 0.143 2 5.0  
 

 
   12 2  

20 20 40  
40 2 20 1     

   10 9  
      5,570 6,120 3,060 3,060 517 1,555 1,555

4,000 4,000 29,437  
      29,437 9 3,270.8 1  
   8 5  
      3,800 500 400 400 2 5,102  
      5,102 5 1,020.4 1  
   2  

30 5 35  
35 2 17.5 1  

 
 

 
  1,950.9 0.027 11 579.4  

  82 0.033 1 2.7  
75 0.038 1 2.9  

        130 0.059 2 15.3  
116.7 0.067 12 93.8  

        93.3 0.1 3 28  
46.7 0.125 3 17.5  

 
 

   38 11  
      150 150 100 50 4,080 4,080 4,000

4,000 4,000 700 150 21,460  
21,460 11 1950.9 1  

   31 1  
82 1  

   27 1  
      75 1  
   17 2  

130 130 260  
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      260 2 130  1  
15 12  

      200 200 110 60 200 200 150
40 70 70 50 50 1,400  
1,400 12 116.7 1  

10 3  
100 100 80 280  

      280 3 93.3  1  
8 3  

      50 50 40 140  
140 3 46.7 1  

 
 

      20 0.084 2 3.4  
      3,064.5 0.1 10 3,064.5  

1,862.5 0.125 4 931.3  
11.3 0.143 4 6.4  

 
 

   12 2  
20 20 40  
40 2 20 1  

   10 10  
      6,120 6,120 3,060 3,060 3,060 3,060

2,000 2,000 2,000 165 30,645  
      30,645 10 3,064.5 1  
   8 4  
      3,500 3,500 400 50 7,450  
      7,450 4 1,862.5 1  
   4  

  30 5 5 5 45  
45 4 11.3 1  
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（評価実施府省：農林水産省）
【適用状況】

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H21 区分 延長

　租税特別措置法第45条、第68条の27

過去の政策評価の実績

 　振興山村は、我が国の国土面積の約5割、森林面積の約6割を占めるなど、国土の保全、水源のかん養、自然環
境の保全等に重要な役割を担っている。一方、地勢等地理的条件は特に厳しく、人口の減少や高齢化の進行等によ
り、集落機能が低下し、コミュニティが失われつつある。このため、地域資源を活用する事業者の立地や設備投資を促
し、地域における雇用の増大等を通じて、地域のコミュニティの維持・再生を図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

 措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長する。

 　H22農水22、H24農水03、H26農水
07、H28農水09、H30農水05

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2農水03）

　振興山村において農林水産物加工施設等を取得した場合の割増償却
 （特定地域における工業用機械等の特別償却（振興山村における産業振興機械等の割増償却））

措置内容

平成30年度時点  　山村振興法の振興山村として指定された地区のうち特定山村振興計画に記載された地区において、産業振興機
械等の取得等をした場合には、5年間、普通償却限度額の24％（建物等は36％）の割増償却ができる。

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　従前どおり

　従前どおり

【基本情報】

 制度名
（措置名）

H23 6 46,984 － 6,071

H24 4 24,144 － 3,213

H25 16 90,659 95.1% 11,426

H26 15 229,300 97.5% 28,714

H27 8 57,565 － 6,953

H28 0 － － －

H29 0 － － －

H30 0 － － －

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地方
法人特別税・千円）

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実
態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載

※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告
書」（総務省）に基づき記載
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経済産業省 





番号 制度名

経産01 給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除の延長・見直し

経産02 自社株式等を対価とした株式取得による事業再編の円滑化措置

経産03
地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除（地域未来投資促
進税制）の拡充及び延長

経産04 中小企業者等の法人税率の特例の延長

経産05 所得拡大促進税制の見直し及び延長

経産06 特定事業継続力強化設備等の特別償却（中小企業防災・減災投資促進税制）の拡充及び延長

経産07 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充及び延長

経産08 技術研究組合の所得の計算の特例の延長

経産09 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控除（中小企業経営強化税制）の延長

経産10 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控除（中小企業投資促進税制）の延長

経産11
特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控除（商業・サービス業・農林水産業活性化
税制）の延長

経産12 中小企業による経営資源集約化の促進に係る税制措置の創設

経産13 （一社）日本卸電力取引所における同一法人内の自己約定取引に対する法人事業税に係る特例措置の延長

 経済産業省
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【適用状況】

政策目的

法人税 法人事業税 所得税

関係条項

要望内容

創設年度 H25 区分 延長

 措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長する。

 租税特別措置法第42条の12の5、第68条の15の6、地方税法附則第9条

   H25経産50、51、H28経産10、H29
経産03

   世界・日本経済の状況や企業の経営環境がコロナ禍以前の水準に回復していくまでの数年の間、まずは、企業にお
ける雇用の維持及び事業の継続のために必要な人材の確保等を下支えしつつ、「新たな日常」への適応のための事業
の変革に向けた外部専門人材の獲得や社内人材の育成強化といった多様な人材投資を図っていくこと。

過去の政策評価の実績

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2経産01）
【基本情報】

 制度名
（措置名）

 給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除の延長・見直し
   （給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除（雇用者給与等支給額が増加した場
合の法人税額の特別控除））

措置内容

平成30年度時点

(1) 国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、①から③までの要件の全てを満たすときは、給与等
支給増加額の15％（④の要件を満たすときは20％）の税額控除（当期の法人税額の20％を限度）が
できる。
① 雇用者給与等支給額が前期の雇用者給与等支給額を超えること
② 継続雇用者給与等支給額が前期の継続雇用者給与等支給額の103％以上であること
③ 国内設備投資額が当期償却費総額の90％以上であること
④ 教育訓練費の額が前2年の教育訓練費の額の年平均額の120％以上であること

(2) 中小企業者等が国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、①及び②の要件を満たすときは、
その中小企業者等の給与等支給増加額の15％（③及び④の要件を満たすときは25％）の税額控除
（当期の法人税額の20％を限度）ができる。
① 雇用者給与等支給額が前期の雇用者給与等支給額を超えること
② 継続雇用者給与等支給額が前期の継続雇用者給与等支給額の101.5％以上であること
③ 継続雇用者給与等支給額が前期の継続雇用者給与等支給額の102.5％以上であること
④ 次のいずれかの要件を満たすこと

イ 教育訓練費の額が前1年の教育訓練費の額の110％以上であること
ロ 経営力向上計画に記載された経営力向上が確実に行われたことにつき証明がされたこと

・ 中小企業者等以外の法人が給与等の引上げ及び設備投資を行った場合に係る措置の適用要件のうち国内設備
投資額に係る要件における当期償却費総額に乗ずる割合を、95％（改正前：90％）に引上げ
・ 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度の見直しの見直しに伴
い、雇用者給与等支給増加重複控除額を見直し

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

令和元年度税制改正以後 　従前どおり

令和2年度税制改正以後

（評価実施府省：経済産業省）

H23

H24

H25 10,874 42,001,405 16.7% 2,290,168

H26 78,261 247,788,961 14.6% 13,661,444

H27 90,594 277,407,538 10.2% 14,383,201

H28 99,134 318,412,523 11.0% 16,821,108

H29 120,977 384,881,109 8.7% 23,412,091

H30 131,201 352,528,277 7.9% 25,516,160

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実
態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載

※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告
書」（総務省）に基づき記載

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地方
法人特別税・千円）
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＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2経産02）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 － 区分 新設

【基本情報】

 制度名
（措置名）

（評価実施府省：経済産業省）

 自社株式等を対価とした株式取得による事業再編の円滑化措置
　（ー）

措置内容

平成30年度時点 　ー

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　ー

　ー

　ー

過去の政策評価の実績

　自社株式等を対価とした株式取得による事業再編の円滑化措置を講じることで、大規模なM&Aや成長性の高い企業によるM&Aなど、大胆な事業再編を促進し、「攻めの経営・投資」の強化を通じた
我が国企業・経済の更なる成長を図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　我が国における事業再編の円滑化を図るため、株対価M&Aの課税繰延べ措置の創設を要望する。

　ー
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（評価実施府省：経済産業省）
【適用状況】

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税 所得税

関係条項

要望内容

創設年度 H29 区分 拡充・延長 　H28経産16、H30経産02

 　地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域に対する相当の経済的効果を及ぼす地域経済牽引事業の
実施を支援することにより、地域の成長発展の基盤強化を図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

 　課税特例要件のうち、事業の先進性に係る要件を、投資収益率・労働生産性に係る要件に改める。製品等のサ
プライチェーンの強靭化に資する事業等の類型を新たに追加する。措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年間
延長する。

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2経産03）

 　地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特
別控除（地域未来投資促進税制）の拡充及び延長
　（地域経済牽引事業の促進地域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特
別控除）

措置内容

平成30年度時点
 　承認地域経済牽引事業者が、承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において、特定事業用機械等の取
得等をした場合には、取得価額の①40％（建物等は20％）の特別償却又は②4％（建物等は2％）の税額控
除（当期の法人税額の20％を限度）ができる。

令和元年度
税制改正以後

令和2年度
税制改正以後  　従前どおり

・　平成31年4月1日以後に特定法人が一定の承認地域経済牽引事業の用に供した機械装置及び器具備品につ
いては特別償却割合を50％（改正前：40％）に、税額控除割合を5％（改正前：4％）に、それぞれ引上げ
・　特定事業用機械等の基準取得価額の計算における適用投資額の上限を80億円（改正前：100億円）に引
下げ

【基本情報】

   制度名
（措置名）

 　租税特別措置法第42条の11の2、第68条の14の3

過去の政策評価の実績

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社

割合（法人
税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地方
法人特別税・千円）

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社

割合（法人
税・％）

地方税への影響額
（法人住民税・千円）

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29 2 40,858 － 4,150 5 54,008 － 2,403

H30 73 7,866,858 60.6% 891,233 112 4,103,332 57.5% 48,168

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載
※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書」（総務省）に基づき記載

特別償却 特別控除

【R2 経産03】-260-



【R2 経産03】

-261-



【R2 経産03】-262-



 

 

 
 

【R2 経産03】

-263-



 

 
 

 

 
 

【R2 経産03】-264-



 

 
 

 

 
 

【R2 経産03】

-265-



 

 
 

 
【R2 経産03】-266-



【R2 経産03】

-267-



政策目的

法人税 法人住民税

関係条項

要望内容

創設年度 H21 区分 延長

　租税特別措置法第42条の3の2、第68条の8

過去の政策評価の実績

　 中小企業は、我が国経済の基盤であり、地域経済の柱として多くの雇用を担う存在であることから、その活性化や競
争力の向上を図るため、中小企業者等に係る法人税の軽減税率について、その期限の2年間の延長を行い、中小企
業者等の経営基盤を強化すること。

評価対象税目
義務対象

　措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長する。

努力義務対象

 　H22経産14、H24経産10、H26経産
01、H28経産11、H30経産04

【基本情報】

 制度名
（措置名）

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2経産04）
【適用状況】

（評価実施府省：経済産業省）

　中小企業者等の法人税率の特例の延長
　（中小企業者等の法人税率の特例）

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　従前どおり

　従前どおり

措置内容

平成30年度時点

  中小企業者等の各事業年度の所得金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を15％
（本則：19％）とする。
※ 中小企業者等
① 普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの若

しくは資本若しくは出資を有しないもの（保険業法に規定する相互会社等を除く。）又は人格のない社団等
② 一般社団法人等又はみなし公益法人等
③ 公益法人等（②を除く。）又は協同組合等
④ 特定の医療法人

H23 677,525 2,354,068,767 － 16,290,156

H24 704,491 2,497,902,794 － 17,285,488

H25 744,488 2,711,225,102 － 18,761,677

H26 793,337 2,939,589,059 － 20,341,956

H27 843,278 3,183,786,828 － 17,447,152

H28 888,592 3,402,072,723 － 17,554,695

H29 931,720 3,617,463,415 － 18,666,111

H30 960,103 3,766,224,352 － 19,433,717

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実
態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載

※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告
書」（総務省）に基づき記載

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（法人住民税・千円）

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）
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【適用状況】

政策目的

法人税 法人住民税 所得税

関係条項

要望内容

創設年度 H25 区分 延長

 措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長する。

 租税特別措置法第42条の12の5、第68条の15の6

   H25経産50、51、H28経産10、H29
経産03

   賃上げによる所得拡大を促す税制措置を実施することで、消費の拡大による経済の好循環を作り出し、持続的な
経済成長を図ること。

過去の政策評価の実績

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2経産05）
【基本情報】

 制度名
（措置名）

 所得拡大促進税制の見直し及び延長
   （給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除（雇用者給与等支給額が増加した場
合の法人税額の特別控除））

措置内容

平成30年度時点

(1) 国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、①から③までの要件の全てを満たすときは、給与等
支給増加額の15％（④の要件を満たすときは20％）の税額控除（当期の法人税額の20％を限度）が
できる。
① 雇用者給与等支給額が前期の雇用者給与等支給額を超えること
② 継続雇用者給与等支給額が前期の継続雇用者給与等支給額の103％以上であること
③ 国内設備投資額が当期償却費総額の90％以上であること
④ 教育訓練費の額が前2年の教育訓練費の額の年平均額の120％以上であること

(2) 中小企業者等が国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、①及び②の要件を満たすときは、
その中小企業者等の給与等支給増加額の15％（③及び④の要件を満たすときは25％）の税額控除
（当期の法人税額の20％を限度）ができる。
① 雇用者給与等支給額が前期の雇用者給与等支給額を超えること
② 継続雇用者給与等支給額が前期の継続雇用者給与等支給額の101.5％以上であること
③ 継続雇用者給与等支給額が前期の継続雇用者給与等支給額の102.5％以上であること
④ 次のいずれかの要件を満たすこと

イ 教育訓練費の額が前1年の教育訓練費の額の110％以上であること
ロ 経営力向上計画に記載された経営力向上が確実に行われたことにつき証明がされたこと

・ 中小企業者等以外の法人が給与等の引上げ及び設備投資を行った場合に係る措置の適用要件のうち国内設備
投資額に係る要件における当期償却費総額に乗ずる割合を、95％（改正前：90％）に引上げ
・ 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度の見直しの見直しに伴
い、雇用者給与等支給増加重複控除額を見直し

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

令和元年度税制改正以後 　従前どおり

令和2年度税制改正以後

（評価実施府省：経済産業省）

H23

H24

H25 10,874 42,001,405 16.7% 2,290,168

H26 78,261 247,788,961 14.6% 13,661,444

H27 90,594 277,407,538 10.2% 14,383,201

H28 99,134 318,412,523 11.0% 16,821,108

H29 120,977 384,881,109 8.7% 23,412,091

H30 131,201 352,528,277 7.9% 25,516,160

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実
態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載

※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告
書」（総務省）に基づき記載

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地方
法人特別税・千円）
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＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2経産06）

 

政策目的

法人税 所得税

関係条項

要望内容

創設年度 R1 区分 拡充・延長

【基本情報】

   制度名
（措置名）

（評価実施府省：経済産業省）

　特定事業継続力強化設備等の特別償却（中小企業防災・減災投資促進税制）の拡充及び延長
　（ー）

措置内容

平成30年度時点 　ー

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　従前どおり

　青色申告書を提出する法人で中小企業者（適用除外事業者に該当するものを除く。）等であるもののうち中小企業等経営強化法の認定を受けた同法の中小企業者に該当するものが、中小企業の
事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日から令和3年3月31日までの間に、特定事業継続力強化設備等の取得等をして、これをその法人の事業の
用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度において、その特定事業継続力強化設備等の取得価額の20％相当額の特別償却ができる。

　租税特別措置法第44条の2、第68条の20

過去の政策評価の実績

  地域のサプライチェーンの中核を担う企業をはじめ、多くの中小企業に取り組んでいただくことにより、自然災害等発生時における中小企業の事業の継続が可能となること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　防災・減災のための設備投資に対する特別償却の対象を拡充する。措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長する。

　H30経産08
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【適用状況】

政策目的

法人税 法人住民税 所得税
関係条項

要望内容

創設年度 S42 区分 拡充・延長

　租税特別措置法第42条の4、第68条の9

過去の政策評価の実績

　 我が国の研究開発投資総額（平成30年度：19.5兆円）の約7割（同：14.2兆円）を占める民間企業の研
究開発投資を維持・拡大することにより、イノベーション創出に繋がる中長期・革新的な研究開発等を促し、我が国の
成長力・国際競争力を強化する。あわせて、自立的なイノベーションエコシステムを構築すること。

評価対象税目
義務対象

 　企業が研究開発投資を増加させるインセンティブの更なる向上を図るため、総額型の控除上限引上げを行うともに、
経済のデジタル化等に伴う研究開発手法の変化に合わせた制度の見直し等を行い、措置の適用期限を令和5年3月
31日まで2年間延長する。

努力義務対象

 　H22経産15、H23経産14、H24経産
14、H25経産26、H26経産13、H28経
産14、H30経産07、R1経産05

令和元年度税制改正以後

(1) 試験研究費総額の6～10％（増減試験研究費割合に応じた税額控除割合）（平成29年4月1日から
平成31年3月31日までの間に開始する事業年度（特例年度）は6～14％）の税額控除（当期の法人
税額の25％（特例年度において試験研究費割合が10％を超える場合にはその割合に応じ25％～35％）
を限度）ができる。

(2) 中小企業者等の試験研究費の額については、その総額の12％の税額控除（当期の法人税額の25％
（特例年度において試験研究費割合が10％を超える場合にはその割合に応じ25％～35％）を限度）が
できる。
 なお、特例年度において、増減試験研究費割合が5％を超える場合には、上記の12％の割合をその増減

 試験研究費割合に応じ12％～17％とするとともに、税額控除額の上限を当期の法人税額の35％とする。
(3) 特別試験研究費総額の20％（特別試験研究機関等と共同して行う試験研究費等については30％）

の税額控除（(1)(2)とは別枠で当期の法人税額の5％程度）ができる。
(4) 平成20年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する各事業年度において、試験研究費の額

のうち平均売上金額の10％を超える部分の金額について超過税額控除割合の税額控除（(1)～(3)とは
別枠で当期の法人税額の10％を限度）ができる（(1)(2)の下線部分との選択適用）。

・ 上記(1)の制度について、税額控除割合カーブの転換点を増減試験研究費割合8％にする等の見直しを行う
とともに、試験研究費割合が10％を超える場合には税額控除割合を試験研究費割合に応じて割り増す措置
を新設

・ 上記(2)の制度について、増減試験研究費割合が5％を超える場合における特例の適用要件を増減試験研
究費割合が8％を超える場合とし、試験研究費割合が10％を超える場合には税額控除割合を試験研究費
割合に応じて割り増す措置を新設

・ 上記(3)の制度について、対象となる特別試験研究費の範囲に一定の民間委託研究を追加する等の見直し
を行うとともに、税額控除額の上限を当期の法人税額の10％（改正前：5％）に引上げ

・ 上記(4)の制度を廃止（平成31年4月1日前に開始した事業年度について適用）

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2経産07） （評価実施府省：経済産業省）

　試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充及び延長
　（試験研究を行った場合の法人税額の特別控除（研究開発税制））

措置内容

令和2年度税制改正以後
 　研究開発税制のうち特別試験研究費の額に係る法人税額の特別控除制度について、対象となる特別試験研究
に、特定用途医薬品、特定用途医療機器又は特定用途再生医療等製品に関する試験研究で、国立研究開発法
人医療基盤・健康・栄養研究所から助成金の交付を受けてその対象となった期間に行われるものを追加

【基本情報】
 制度名

（措置名）

平成30年度時点

H23 9,895 339,473,038 － 4,290,904

H24 11,177 395,158,154 － 4,251,834

H25 12,703 623,974,697 40.9% 4,744,485

H26 12,080 664,865,200 36.4% 5,158,141

H27 12,081 614,210,324 31.9% 3,876,827

H28 12,262 592,586,049 31.8% 3,434,533

H29 11,956 666,007,068 28.6% 3,883,009

H30 10,241 621,574,235 26.1% 4,656,564

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実
態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載

※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告
書」（総務省）に基づき記載

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（法人住民税・千円）
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【適用状況】

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項  租税特別措置法第66条の10、第68条の94

要望内容

創設年度 S36 区分 延長

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2経産08）

 技術研究組合の所得の計算の特例の延長
 （技術研究組合の所得の計算の特例）

措置内容

平成30年度時点    技術研究組合が、組合員に試験研究用資産の取得等をするための費用を賦課し、その賦課金をもって試験研究
用資産の取得等をした場合には、取得価額から1円を控除した金額の範囲内で圧縮記帳ができる。

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後

【基本情報】

 制度名
（措置名）

 従前どおり

 従前どおり

過去の政策評価の実績

   試験研究を協同して行う技術研究組合について、円滑な研究開発事業を実施するための環境を整備することを通
じて、共同研究及び研究開発投資の促進を図ることにより、持続的な経済成長に寄与すること。

 措置の適用期限を令和6年3月31日まで3年間延長する。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

   H22経産16、H24経産16、H26経産
14、H29経産07

（評価実施府省：経済産業省）

H23 17 820,164 98.6% 114,171

H24 8 1,034,723 － 137,736

H25 15 2,739,024 99.3% 361,411

H26 13 773,286 99.8% 102,106

H27 7 226,096 － 28,291

H28 15 595,172 97.9% 70,890

H29 10 1,586,751 － 188,320

H30 15 2,472,179 99.5% 293,463

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実
態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載

※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告
書」（総務省）に基づき記載

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地方
法人特別税・千円）

【R2 経産08】-302-
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（評価実施府省：経済産業省）
【適用状況】

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税 所得税

関係条項

要望内容

創設年度 H29 区分 延長

　租税特別措置法第42条の12の4、第52条の2、第68条の15の5

過去の政策評価の実績 　H28経産12、H30経産08

 　中小企業者等の成長及び発展が日本経済の活性化に果たす役割の重要性に鑑み、中小企業者等における生産
性の高い設備やIT化等への設備投資を促進することで、中小企業者等の経営力の向上を図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長する。

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2経産09）

 　中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控除（中小企業
経営強化税制）の延長
　（中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除）

措置内容

平成30年度時点

 　経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等が、特定経営力向上設備等の取得等をした場合には、①即時償
却又は②取得価額の7％（一定の中小企業者等は10％）の税額控除（中小企業投資促進税制及び特定中小
企業者等が経営改善設備を取得した場合の税額控除と合計して当期の法人税額の20％を限度とし、控除限度超
過額は1年間の繰越し）ができる。

令和元年度
税制改正以後

令和2年度
税制改正以後 　従前どおり

　対象設備の見直し

【基本情報】

 制度名
（措置名） 適用件数

（法人税・件）
適用総額

（法人税・千円）

適用額の
上位10社

割合（法人
税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地方
法人特別税・千円）

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社

割合（法人
税・％）

地方税への影響額
（法人住民税・千円）

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29 10,752 338,818,626 7.0% 40,211,563 3,391 6,919,097 16.0% 892,564

H30 18,613 608,302,783 4.0% 72,204,046 7,856 14,064,648 7.8% 1,814,339

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載
※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書」（総務省）に基づき記載

特別償却 特別控除

【R2 経産09】-310-
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（評価実施府省：経済産業省）
【適用状況】

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税 所得税

関係条項

要望内容

創設年度 H10 区分 延長

　租税特別措置法第42条の6、第52条の2、第68条の11

過去の政策評価の実績  　H23経産16、H25経産27、H28経産
12、H30経産09

 　中小企業者等は地域の経済や雇用を支え、我が国経済全体を発展させる重要な役割を担っている。成長の底上
げに向けて中小企業者等の設備投資を促進すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長する。

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2経産10）

 　中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控除（中小企業投資促進税制）
の延長
 　（中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除（中小企業投資促進税
制））

措置内容

平成30年度時点

 　中小企業者等が、特定機械装置等の取得等をした場合には、取得価額（船舶は取得価額の75％）の①30％
の特別償却又は②7％の税額控除（特定中小企業者等に限るものとし、特定中小企業者等が経営改善設備を取
得した場合の税額控除及び中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の税額控除と合計して当期の
法人税額の20％を限度とし、控除限度超過額は1年間の繰越し）ができる。

令和元年度
税制改正以後

令和2年度
税制改正以後 　従前どおり

　従前どおり

【基本情報】

 制度名
（措置名） 適用件数

（法人税・件）
適用総額

（法人税・千円）

適用額の
上位10社

割合（法人
税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地方
法人特別税・千円）

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社

割合（法人
税・％）

地方税への影響額
（法人住民税・千円）

H23 21,132 199,548,834 3.8% 27,778,256 15,630 11,510,355 8.4% 1,991,291

H24 24,342 228,168,754 2.9% 30,372,598 18,479 13,168,199 6.0% 2,278,099

H25 27,847 264,189,721 4.5% 34,860,954 22,983 14,926,541 5.7% 2,582,292

H26 31,728 327,212,783 4.6% 43,205,924 29,810 21,389,200 6.2% 3,700,333

H27 30,688 364,708,260 4.9% 45,637,231 32,654 25,387,034 6.3% 3,478,022

H28 38,939 597,087,214 4.1% 71,118,138 34,766 27,503,147 7.6% 3,547,905

H29 34,548 419,359,440 3.8% 49,770,735 32,487 22,996,314 4.9% 2,966,524

H30 26,323 240,848,380 4.1% 28,590,192 28,311 18,595,181 5.3% 2,398,777

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載
※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書」（総務省）に基づき記載

特別償却 特別控除
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（評価実施府省：経済産業省）
【適用状況】

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税 所得税

関係条項

要望内容

創設年度 H25 区分 延長過去の政策評価の実績 　H24経産13、H26経産12、H28経産
15、H30経産10

 　卸売業、小売業、サービス業を営む中小企業者等について、消費税率の引上げ及びこれによる経済情勢の悪化懸
念を見据えつつ、店舗・サービスの質の向上や業務の効率化等に資する設備投資を促進することで、経営の安定化・
活性化を図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長する。

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2経産11）

 　特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控除（商業・サービス
業・農林水産業活性化税制）の延長
　（特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除）

措置内容

平成30年度時点

 　特定中小企業者等（認定経営革新等支援機関等による経営の改善に関する指導及び助言を受けた中小企業
者等）が、経営改善設備の取得等をした場合には、取得価額の①30％の特別償却又は②7％の税額控除（一定
の中小企業者等に限るものとし、中小企業投資促進税制及び中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した
場合の税額控除と合計して当期の法人税額の20％を限度とし、控除限度超過額は1年間の繰越し）ができる。

令和元年度
税制改正以後

令和2年度
税制改正以後 　従前どおり

　対象設備の見直し

【基本情報】

 制度名
（措置名）

　租税特別措置法第42条の12の3、第68条の15の4

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社

割合（法人
税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地方
法人特別税・千円）

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社

割合（法人
税・％）

地方税への影響額
（法人住民税・千円）

H23

H24

H25 873 3,381,747 28.7% 444,527 2,420 1,138,167 14.0% 196,903

H26 1,173 5,830,599 16.7% 767,871 4,289 1,899,842 12.2% 328,672

H27 912 6,551,366 46.8% 819,766 3,980 1,520,301 18.0% 208,282

H28 810 4,143,608 29.1% 493,499 3,690 1,380,493 17.6% 178,083

H29 1,080 7,981,912 24.8% 947,315 4,056 1,861,831 18.0% 240,177

H30 1,002 7,394,264 18.5% 877,108 4,335 1,866,681 18.2% 240,802

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載
※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書」（総務省）に基づき記載

特別償却 特別控除

【R2 経産11】-324-



【R2 経産11】
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【R2 経産11】

-329-



＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2経産12）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税 所得税 個人住民税

関係条項

要望内容

創設年度 － 区分 新設

【基本情報】

 制度名
（措置名）

（評価実施府省：経済産業省）

 中小企業による経営資源集約化の促進に係る税制措置の創設
　（ー）

措置内容

平成30年度時点 　ー

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　ー

　ー

　ー

過去の政策評価の実績

ウィズコロナ／ポストコロナ社会に向けて、地域経済・雇用を担おうとする中小企業による経営資源の集約化等を支援すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

ウィズコロナ／ポストコロナ社会に向けて、地域経済・雇用を担おうとする中小企業による経営資源の集約化等を支援するため、必要な税制措置を創設する。

 ー

【R2 経産12】-330-



【R2 経産12】
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【R2 経産12】
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＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2経産13）
【適用状況】

政策目的

法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H30 区分 延長

【基本情報】

 制度名
（措置名）

 （一社）日本卸電力取引所における同一法人内の自己約定取引に対する法人事業税に係る特例措置の延長
　（（一社）日本卸電力取引所における自己約定取引に係る収入金額を控除する収入割の特例措置）

措置内容

平成30年度時点 　電気供給業を行う法人について、卸電力取引所を介して自らが供給を行った電気の供給を受けて当該電気の供給を行う場合において、当該供給を受けた電気の料
金として支払うべき金額に相当する収入金額を、収入割の課税標準である収入金額から控除する。

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　従前どおり

　従前どおり

　地方税法附則第9条

過去の政策評価の実績 　ー

　措置の適用期限を令和6年3月31日まで3年間延長する。

（評価実施府省：経済産業省）

 課税の公平性を確保すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30 0

適用総額
（法人事業税・千円）

※「地方税における税負担軽
減措置等の適用状況等に
関する報告書」（総務省）
に基づき記載

【R2 経産13】-334-



【R2 経産13】
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【R2 経産13】
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【R2 経産13】-338-



国土交通省 





番号 制度名

国交01 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の1,500万円の特別控除の延長

国交02 関西文化学術研究都市建設促進法に基づいて整備される文化学術研究施設に係る特別償却制度の延長

国交03 特定都市再生緊急整備地域に係る課税の特例措置の延長

国交04 都市再生緊急整備地域に係る課税の特例措置の延長

国交05 船舶に係る特別償却制度の延長

国交06 マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴う税制上の所要の措置

国交07 半島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却制度の延長

国交08 離島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却制度の延長

国交09 奄美群島における工業用機械等に係る割増償却制度の延長

 国土交通省

-341-



【適用状況】

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容及び区分

創設年度 H6 区分 延長過去の政策評価の実績

 租税特別措置法第65条の4、第68条の75

評価対象税目
義務対象

（評価実施府省：国土交通省）

努力義務対象

 措置の適用期限を令和5年12月31日まで3年間延長する。

H23国交03、H26国交11、H29国交02

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2国交01）

 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の1,500万円の特別控除の延長
 （特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除）

措置内容

平成30年度時点    土地等が宅地造成事業等により買い取られ、対価又は交換資産の取得をした場合には、その譲渡益の額の範囲
内で1,500万円の特別控除ができる。

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後

 従前どおり

 従前どおり

 制度名
（措置名）

【基本情報】

・ 居住の安定確保と暮らしやすい居住環境・良質な住宅ストックの形成を促進すること。
・ 都市再生・地域再生を推進すること。

H23 72 610,552 24.6% 81,845

H24 78 627,847 23.9% 80,309

H25 78 661,097 22.7% 82,855

H26 76 653,240 23.0% 84,540

H27 83 730,843 22.6% 86,868

H28 71 636,022 23.6% 75,565

H29 63 565,088 28.1% 60,208

H30 63 557,155 26.9% 58,777

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の
適用実態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載

※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関す
る報告書」（総務省）に基づき記載

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地
方法人特別税・千

円）

【R2 国交01】-342-
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【R2 国交01】

-345-



 

【R2 国交01】-346-
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（評価実施府省：国土交通省）
【適用状況】

政策目的

法人税

関係条項

要望内容

創設年度 S62 区分 延長

　租税特別措置法第44条、第68条の19

過去の政策評価の実績

 　研究施設を新設又は増設する企業に立地のインセンティブを与えることによって、研究施設の集積を誘導し、研究
機関相互の交流や共同研究等を推進し、新産業の創出等国民経済の活性化を図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長する。

 　H22国交11、H24国交12、H26国交
18、H28国交08、H30国交03

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2国交02）

　関西文化学術研究都市建設促進法に基づいて整備される文化学術研究施設に係る特別償却制度の延長
　（関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術施設の特別償却）

措置内容

平成30年度時点  　文化学術研究地区において整備される一定の研究施設の取得等をした場合には、取得価額の12％（建物等は
6％）の特別償却ができる。

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　従前どおり

　研究施設のうち機械装置の取得価額要件を400万円以上（改正前：240万円以上）に引上げ

【基本情報】

 制度名
（措置名）

H23 3 2,726 － 333

H24 2 1,587 － 184

H25 2 3,023 － 346

H26 2 14,231 － 1,811

H27 2 103,409 － 10,842

H28 2 11,323 － 1,327

H29 3 13,353 － 993

H30 2 39,617 － 2,950

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地方
法人特別税・千円）

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実
態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載

※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告
書」（総務省）に基づき記載

【R2 国交02】-350-
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【R2 国交02】

-355-



（評価実施府省：国土交通省）
【適用状況】

政策目的

法人税

関係条項

要望内容

創設年度 H23 区分 延長

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2国交03）

　特定都市再生緊急整備地域に係る課税の特例措置の延長
　（特定都市再生建築物の割増償却（特定都市再生緊急整備地域））

措置内容

平成30年度時点 　 特定都市再生緊急整備地域内において、都市再生特別措置法の認定計画に基づく特定都市再生建築物等の
取得等をした場合には、5年間、普通償却限度額に100分の50を乗じた金額の割増償却ができる。

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　従前どおり

　従前どおり

【基本情報】

 制度名
（措置名）

　租税特別措置法第47条、第68条の35

過去の政策評価の実績

　 昨今の成長が著しいアジア諸国と比較し、我が国都市の国際競争力が低下している中、我が国経済を牽引する大
都市について、国際的なビジネス環境・生活環境、大規模災害に対応するための環境を整備することにより、世界中
からヒト・モノ・カネ・情報を呼び込み、その国際競争力の更なる強化を図ること。
　 また、新型コロナウイルス感染症の拡大により深刻なダメージを受けた日本経済の早期回復・持続的発展に寄与す
るとともに、新型コロナ危機を踏まえたニュー・ノーマルに対応したまちづくりを進めること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長する。

 　H22国交16、H23国交07、H24国交
14、H26国交16、H28国交06、H30国
交08

H23 53 7,436,275 84.8% 908,111

H24 48 5,968,642 94.6% 689,408

H25 9 3,211,681 － 584,488

H26 8 2,911,681 － 446,200

H27 9 3,192,638 － 372,929

H28 19 3,303,085 － 394,316

H29 14 3,358,714 － 263,418

H30 14 2,804,374 － 212,026

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地
方法人特別税・千

円）

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の
適用実態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載

※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関す
る報告書」（総務省）に基づき記載

※H25以降の「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」については、
特定都市再生緊急整備地域内又はその他の都市再生緊急整備地域内において、
都市再生事業により整備される建築物に係る分全体の数値を記載。「地方税への影
響額」については、「特定都市再生建築物の割増償却」の措置全体の数値を記載

【R2 国交03】-356-
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（評価実施府省：国土交通省）
【適用状況】

 

政策目的

法人税

関係条項

要望内容

創設年度 H15 区分 延長

 　租税特別措置法第47条、第68条の35

過去の政策評価の実績

　 我が国の活力の源泉である都市について、都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上（＝都市再生）によ
る都市の更なる魅力の向上を図ること。
　 また、新型コロナウイルス感染症の拡大により深刻なダメージを受けた日本経済の早期回復・持続的発展に寄与す
るとともに、新型コロナ危機を踏まえたニュー・ノーマルに対応したまちづくりを進めること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

 　措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長する。

　H22国交17、H24国交14、H26国交
17、H28国交07、H30国交09

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2国交04）

　 都市再生緊急整備地域に係る課税の特例措置の延長
　 （特定都市再生建築物の割増償却（都市再生緊急整備地域））

措置内容

平成30年度時点
 　都市再生緊急整備地域（特定都市再生緊急整備地域を除く。）内において、都市再生特別措置法の認定計
画に基づく特定都市再生建築物等の取得等をした場合には、5年間、普通償却限度額に100分の30を乗じた金額
の割増償却ができる。

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後  　従前どおり

 　割増償却割合を25％（改正前：30％）に引下げ

【基本情報】

   制度名
（措置名）

H23 53 7,436,275 84.8% 908,111

H24 48 5,968,642 94.6% 689,408

H25 9 3,211,681 － 584,488

H26 8 2,911,681 － 446,200

H27 9 3,192,638 － 372,929

H28 19 3,303,085 － 394,316

H29 14 3,358,714 － 263,418

H30 14 2,804,374 － 212,026

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地
方法人特別税・千

円）

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の
　適用実態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載
※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関す
　る報告書」（総務省）に基づき記載
※H25以降の「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」については、
　特定都市再生緊急整備地域内又はその他の都市再生緊急整備地域内において、
　都市再生事業により整備される建築物に係る分全体の数値を記載。「地方税への影
　響額」については、「特定都市再生建築物の割増償却」の措置全体の数値を記載

【R2 国交04】-362-
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（評価実施府省：国土交通省）
【適用状況】

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 S26 区分 延長

　租税特別措置法第43条、第68条の16

過去の政策評価の実績

・ 国際社会からのＣＯ２排出削減等の環境負荷の低減への要請に応え、エネルギー効率が高く環境にやさしい
船舶の建造投資を促進することで、国際海上輸送や内航海運における環境負荷低減を図ること。
・ IoTをはじめとした新技術の導入を促すことで、船主、傭船者たるオペレーターの競争力をさらに図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長する。

 　H22国交38、H24国交26、H26国交
22、H28国交15、H30国交04

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2国交05）

　船舶に係る特別償却制度の延長
　（船舶の特別償却）

措置内容

平成30年度時点  　海上運送業を営む法人が、海上運送業の経営の合理化及び環境負荷の低減に資する船舶の取得等をした場合
には、船舶の区分に応じて、取得価額の16％又は18％の特別償却ができる。

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後  従前どおり

・ 特定先進船舶に該当する外航船舶に係る特別償却割合を18％（改正前：16％）（日本船舶に該当す
るものは20％（改正前：18％））に引上げ

・ 特定先進船舶に該当しない外航船舶に係る特別償却割合を15％（改正前：16％）（日本船舶に該当
するものは17％（改正前：18％））に引下げ

・ 環境負荷低減に係る要件の見直し

【基本情報】

 制度名
（措置名）

H23 40 36,937,749 59.4% 5,071,732

H24 57 60,955,023 59.5% 7,999,248

H25 41 26,702,499 53.1% 3,440,348

H26 38 25,557,783 56.8% 3,320,502

H27 44 30,475,769 51.1% 3,723,644

H28 51 42,859,951 42.1% 5,089,259

H29 50 46,424,281 50.5% 5,216,305

H30 48 43,976,425 47.4% 5,078,854

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地
方法人特別税・千

円）

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の
適用実態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載

※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関す
る報告書」（総務省）に基づき記載
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＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2国交06）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度  ー 区分  ー

【基本情報】

 制度名
（措置名）

（評価実施府省：国土交通省）

マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴う税制上の所要の措置
（ー）

措置内容

平成30年度時点 　ー

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　ー

　ー

 租税特別措置法第65条、65条の4、68条の72

過去の政策評価の実績

 老朽化マンションの建替え・改修を促進し、耐震性等の安全性や質の向上を図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

  要除却認定を受けたマンションのマンション敷地売却事業において、法人の区分所有者が組合に土地等を買い取られる場合に生じる譲渡所得に関して、1,500万円の特別控除をするもの、要除却認
定を受けたマンションのマンション敷地売却事業において、法人の区分所有者が組合に土地等を買い取られる場合に、長期譲渡所得の課税の特例（重課免除）を適用するもの、マンション敷地を分割す
る敷地権利変換を受けて区分所有者が敷地等を取得した場合において、従前資産の譲渡がなかったものとみなす措置及び清算の際に生じる区分所有者の譲渡所得に係る非課税措置を要望する。

 ー
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【適用状況】

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 S61 区分 延長

（評価実施府省：国土交通省）

　租税特別措置法第45条、第68条の27

過去の政策評価の実績

 　半島振興法に基づき、半島振興対策実施地域において、生活基盤の整備を行うとともに、製造業、農林水産物等
販売業、旅館業、情報サービス業等の振興を図り、雇用の確保を行い、若年層の人口流出の抑制、地域経済の活
性化を図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長する。

 　H22国交12、H24国交07、H26国交
06、H28国交01、H30国交05

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2国交07）

　半島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却制度の延長
 　（特定地域における工業用機械等の特別償却（半島振興対策実施地域における産業振興機械等の割増償
却））

措置内容

平成30年度時点
 　半島振興法の半島振興対策実施地域として指定された地区のうち認定半島産業振興促進計画に記載された地
区において、産業振興機械等の取得等をした場合には、5年間、普通償却限度額の32％（建物等は48％）の割
増償却ができる。

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　従前どおり

　従前どおり

【基本情報】

 制度名
（措置名）

H23 44 892,257 72.8% 112,470

H24 45 1,041,894 72.6% 122,852

H25 33 313,484 99.0% 37,744

H26 37 171,630 83.4% 20,797

H27 44 162,864 75.4% 19,186

H28 65 559,238 84.9% 65,961

H29 65 457,903 82.2% 34,435

H30 82 725,335 80.2% 68,387

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地方
法人特別税・千円）

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実
態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載

※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告
書」（総務省）に基づき記載
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R2 R4

35 10.3 100 1   39

  5 100 1

421 473 516

162 161 170
1,816 2,041 2,224

397 438 484
92 102 112

23.2 23.2 23.2
39 43 47

2 3 4
194 194 194

823 923 1,529
193 216 355

70 35 74
143 156 150

38 37 35
301 151 320

140 152 194
23.4 23.2 23.2

29 30 1

1,529 150 = 10.19
R2 10.19 × 39 = 397.41

R1
R2  × R2

R2

H27
6 H27

R2 H28 H29
6 H28 H29
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（評価実施府省：国土交通省）
【適用状況】

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H5 区分 延長

　租税特別措置法第45条、第68条の27

過去の政策評価の実績

 　産業基盤及び生活環境等に関する地域格差を是正するとともに、離島等の地理的及び自然的特性を生かした創
意工夫のある自立的発展を図ることにより、離島における人口の著しい減少の防止及び離島における定住の促進を図
ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長する。

 　H22国交26、H24国交08、H26国交
07、H28国交02、H30国交06

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2国交08）

　離島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却制度の延長
 　（特定地域における工業用機械等の特別償却（離島振興対策実施地域における産業振興機械等の割増償
却））

措置内容

平成30年度時点
 　離島振興法の離島振興対策実施地域として指定された地区の市町村長が策定する産業投資促進計画に係る地
区として指定された地区において、産業振興機械等の取得等をした場合には、5年間、普通償却限度額の32％（建
物等は48％）の割増償却ができる。

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　従前どおり

　従前どおり

【基本情報】

 制度名
（措置名）

H23 3 53,953 － 6,705

H24 3 25,665 － 3,267

H25 0 － － －

H26 2 6,138 － 810

H27 3 42,289 － 5,292

H28 4 6,964 － 829

H29 6 9,705 － 1,152

H30 12 45,127 97.4% 5,357

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（法人住民税・千円）

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実
態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載

※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告
書」（総務省）に基づき記載
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（評価実施府省：国土交通省）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H10 区分 延長

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2国交09）

　奄美群島における工業用機械等に係る割増償却制度の延長
　（特定地域における工業用機械等の特別償却（奄美群島における産業振興機械等の割増償却））

措置内容

平成30年度時点  　奄美群島振興開発特別措置法の奄美群島のうち認定奄美産業振興促進計画に記載された地区において、産業
振興機械等の取得等をした場合には、5年間、普通償却限度額の32％（建物等は48％）の割増償却ができる。

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　従前どおり

　従前どおり

【基本情報】

 制度名
（措置名）

　租税特別措置法第45条、第68条の27

過去の政策評価の実績

　定住人口の減少傾向の改善を図るためには、民間事業者による投資を通じた内発的発展を実現すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長する。

 　H22国交27、H24国交09、H25国交
05、H26国交08、H28国交03、H30国
交07

H23 3 53,953 － 6,705

H24 3 25,665 － 3,267

H25 0 ー － －

H26 1 6,240 － 715

H27 4 2,083 － 237

H28 3 5,107 － 599

H29 2 2,510 － 200

H30 4 13,871 － 1,404

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地方
法人特別税・千円）

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実
態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載

※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告
書」（総務省）に基づき記載
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R2 R4

6 9 12
9 18 20
2 4 5

4 6 9
6 9 16
1 2 4

2 2 2

9 17 10

4
1 2 1

23.2 23.2 23.2
2 3 3
3 9

2 4 2

6

2 3 4
12 12 12

0 3 1
0 8 1

5 5 5
9 9 9

5 8

0 2 0

12
29 30 1

12 12
23.4 23.2 23.2
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